
午前１０時００分 開会

○議長（野口哲男君） ただいまから、継続市議会定例会を開会いたします。

本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第６号により行います。

日程第１により、昨日に引き続き一般質問を行います。

通告の順序により、発言を許可いたします。

○４番（荒金卓雄君） ちょっと初めに議長に了解をお願いいたします。５番の、別府市から

公設施設が移転する対策につきましては、ちょっと聞き取りの段階で、まだいろいろな情報

が不十分ということで、１２月に延期するようにいたしますので、きょうは割愛いたします。

それと３番目の、別府市の事業仕分け評価については、６の最後、６の後に一番最後に回す

ようにいたします。

では、初めにごみ問題について御質問をいたします。

実は、きのう夕方、海に行ってまいりました。ちょうど秋の海を感じさせる風情がありま

した。決してだれもいない海ではなかったという感じでありましたけれども、しかし逆に少

し、おふたりほどと出会いをすることができまして、それは後ほど触れますけれども、７月

１８日、別府市のスパビーチを初めとする何カ所かの海岸で海岸海浜清掃奉仕活動というの

が、毎年７月に行われております。私も議員になって初めての平成１９年から参加しており

ますけれども、ことしも参加させていただきました。それでちょっと感じた部分を述べさせ

ていただきたいと思っておりますので、まず初めに、この海岸海浜清掃奉仕活動の開始年度、

今年度の実施場所、参加団体数、人員、また参加者へのお礼、こういうのを御説明ください。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

海岸海浜清掃奉仕活動につきましては平成２年度より開始をしており、今年度で２１年目

を迎えております。本年度は７月１８日の日曜日に実施をし、実施場所はスパビーチ、上人

ケ浜海岸、関の江海岸、各漁港６カ所であり、参加団体数は１４３団体で、個人参加を含め

ました参加人員は２，３３０名、回収量といたしましては、スパビーチ５，９８０キログラ

ム、上人ケ浜海岸４，３８０キログラム、関の江海岸２，８６０キログラム、各漁港６カ所

で８２０キログラム、合計で１万４，０４０キログラムの回収量となっております。

なお、御参加いただきました市民の皆様には、記念品といたしまして台所用のスポンジと

地域通貨１００泉都をお配りしております。

○４番（荒金卓雄君） ありがたいことですね。朝の７時３０分から受け付けで８時から開始

ですけれども、時間は７時半、８時とはいいながらも、もう夏の暑い日差しが照りつける時

間帯ですけれども、いろんな町内会、敬老会、また子どもたちの児童会、そういうような団

体の皆さんが、今、課長からお話しいただきましたように、総勢１４３団体と個人参加とい

うのも別にありますが、全体の参加人数が２，３３０名。それがスパビーチ、上人ケ浜海岸、

関の江海岸、あと浜脇、また亀川等の６カ所の漁港でもやっていただいている。どのくらい

の量のごみが収集されたかということですが、約１４トンという報告を受けております。

これは実はことしの子ども議会でも、子ども議会の議員から、やっぱり海をきれいにする

活動を別府市は行っていますかということで質問がありまして、市長の方からも丁寧に、海

岸海浜清掃奉仕活動をしているということと、それとはまた別に高校生や大学生、会社の職

員の皆さん、本当に多くの方が海岸の美化活動に取り組んでいただいておりますという答弁

もありました。

私は、実は課長から先ほどの参加人数また収集量を聞いて、そのくらいのものかと。ちょ

っと目安でいっても、別府市民の１日のごみ排出量の約１割に相当する。それでも非常に多

いのだなという受けとめ方だったのですが、ゆっくり考えてみますと、これは果たして何カ

月分のごみの量なのかな。去年の７月に海浜清掃をやって丸々１年間の量ということはもち

ろんありません。
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それで、私もきのう、どうして海に行ったかといいますと、７月１８日にスパビーチでや

って、それから約２カ月。それでどのくらいのごみがまたたまっているのかな。また、さら

に８月１日には餅ケ浜の里浜といいますか、餅ケ浜ビーチが国・県・市の共同事業というこ

とで非常に素晴らしい景観の砂浜、また松林といいますか、植栽をしておりましたけれども、

また歩道というふうになっておりまして、そのオープニングの式典にも私なんかも参加させ

ていただきましたが、それから約１カ月たって、やっぱりどのくらいごみがたまるのかなと

いうのを確認の意味で行きました。やっぱりスパビーチは、波打ち際が今は少し引いていま

したけれども、恐らく満ち潮のときの、入り口に近い方の波打ち際には、７月にやったとき

とそんなに変わらないなというぐらいの小さい竹、笹ですかね、ああいう枯れたのですとか、

そういうのがずっと波打ち際に並行にありまして、やっぱり１カ月、２カ月でも相当たまっ

ているのだな。

それともう１個見たのは、スパビーチの北側と南側に黒いごみ袋にたくさんごみを入れた

山ができていました。結局７月１８日に海浜清掃をやった後でも、どなたかが清掃をやって

いただいているのだなというのを改めて感じた次第なのですが、あと、餅ケ浜の方にも行き

まして、非常に遠方から見ると８００メートルぐらいといっていましたかね、ずっとオリア

ナの出ている桟橋を挟んで砂浜がありますけれども、やはり水際に同じようなごみが打ち寄

せていましたね。私は餅ケ浜で目にしたのが一つの出会いなのですが、実はやっぱり漂流し

たごみを入れている黒いごみ袋が幾つも置かれているのですよ。ちょうどお年寄りといった

ら恐縮ですが、高齢者に入る男性の方が、その夕方の時間にやっぱり拾って黒いごみ袋に入

れて、ちょっと置いていっていました。近くには若者が少し遊んでいたりしているのがあっ

たのですが、黙々とそういう別府の海を愛する方がやっぱり守っているのだなということを

感じました。

もう一つは、ある市役所のＯＢの方にたまたまスパビーチのところでお会いまして、実は

こうこうこうでちょっと見にきたのですよ。ああ、そうですか、ことしは台風もまだ大きな

のが来ていないし大雨というのもないから、これでもまだ少ない方なのですと。だけれども、

常日ごろボランティアの方がそういう形で清掃して山積みにして、それをまた清掃課の方が

回収していただいているのでしょう。そういう市役所のＯＢの方が、この海岸は別府の宝で

すね。また、ましてや今回、餅ケ浜がきれいになりまして、恐らく上人ケ浜、関の江と続く

海岸整備計画があります。また北浜の方にもちょうど清風と花菱の海岸沿いにきれいな芝生

を植えるような土地ができる計画です。さらに北浜のヨットハーバーの方にもできる計画。

これが別府の単純に海がきれいになったというだけではなくて、観光にとってすごい財産に

なるなというふうに思いました。

１個だけちょっと課長に確認なのですが、別府海浜砂湯ですね。あそこに私もちょっと行

ったことがあるのですが、あそこに寝ころんで案外海辺が見えるのですが、ちょっと南側、

北側、ちょうど別府市美術館、また婦人会館のなでしこですかね、あの裏あたりが少し別府

海浜砂湯を挟んで案外ごみが漂流しているのがありまして、せっかく別府の砂湯に入りに来

たお客さんの目にとまる範囲ですから、そのあたりが、一つは今の海浜清掃の清掃範囲に入

っているのかというのと、今申し上げた、今後そういうふうに整備ができてくる、まず餅ケ

浜、そういうところをぜひ海浜清掃の対象地域に加えてもらいたいというふうに思っていま

すが、そこはいかがでしょうか。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

砂湯の北側、南側につきましては、海岸海浜清掃奉仕活動の対象の区域となっております。

また、餅ケ浜海岸につきましては、関係課とも協議を行い、来年度より海岸海浜清掃奉仕活

動の対象区域に加える方向で検討いたしているところであります。

○４番（荒金卓雄君） ぜひ、それをお願いいたします。
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もう一つ。私は３回その海浜清掃活動に参加して、スパビーチで加わって、その作業の手

順といいますか、さっき、全体で約２，３００名。実はスパビーチだけで１，１１１名、こ

れだけの方が作業に、ボランティアの奉仕活動に来ていただいているのですが、８時になっ

たら、今回は阿南副市長がたしかごあいさつをされて、それまでに受け付けの段階で軍手を

配ったり、またビニール袋を渡したりしているのですが、かかっている人はもうかかってい

るし、まだの人はスタンドに座っていたりしています。そのうち８時になって、環境課長の

方が、では、今から暑い中ですけれども、清掃をお願いしますということで行くのですが、

あれだけの広い、２００から３００メートル近くあるスパビーチの、いわば箇所分担などが

全くない。１，１００名の方がいわばむだがあるかたまり方、また作業をされていない領域

もあろうかと思うのですね。その辺が、せっかく朝早くから１，１００名、ほかのところを

入れれば約２，３００名ですけれども、来ていただいているのに、ちょっと作業のめり張り

がなくて、何かこう、申しわけないというような気がするのですよ。どのくらいまできれい

にしたらいいのかとか、そこが済んだら向こうの方にちょっと移動してお願いしますとか、

そういうような指示が、そういう責任者がきちっといれば、もうちょっと順序よくいくので

はないかなと思うので、そこを少し見直してほしいというのと、もう１個。

やっぱり砂がどうしてもごみを拾いますと入って、ビニール袋の中に含まれるわけです。

そうすると、なかなかそれをパッカー車に最終的に入れるわけでしょうけれども、砂が入っ

てビニール袋も余分に重たくなったりする。私なんかが普通に考えると、砂のところからご

みを拾うわけだから、いわゆるふるいですね、ああいう物を用意して、例えば集める場所を

かためておって、そこでふるいにかける人がまた分担で別におって、その砂がなくなったご

みをどんどんパッカー車に入れるとか、何かそんな作業そのものへの工夫が不十分というか、

ちょっと余りにもなさ過ぎるという感じがしましたので、その作業の見直しに関してちょっ

と見解を伺いたい。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

今、議員さんから御提言のありました手順の見直しでございますが、先ほど答弁しました

ように、餅ケ浜海岸を来年度区域に入れるということで今検討しているところでございます

ので、来年度の実施状況を検証した上で見直しを図っていきたいというふうに考えておりま

す。

また、ふるいの件でございますが、昨年度、枝などがごみ袋に入りにくいという御指摘を

いただきまして、今年度よりざるを購入して各所に設置をいたしております。ふるいについ

ても購入を考えたいというように考えております。

○４番（荒金卓雄君） ぜひ作業手順の見直しを、しっかりやっていただきたいと思います。

この件に関してもう一つ。要は漂流してくるごみを拾うという活動があるわけですが、そ

れの前に海に、まず川から流れ込んでいるわけですから、海に流れているやつ、浮かんでい

るやつをまず事前に回収するというような、そういう清掃活動があるとは聞いていますけれ

ども、そこをちょっと教えてください。

○環境課長（原田勲明君） お答えをいたします。

大分県及び別府湾に面している６市１町及び企業・団体で構成しております社団法人別府

湾をきれいに会におきまして、県が保有する清海船「清海」で国東市の富来港から津久見市

の保戸島、四浦半島に至る広い沿岸水域の浮遊ごみや流木などを除去・収集いたしておりま

す。

平成２１年度の収集状況といたしましては、稼働日数が２１１日、漂流ごみの収集量は７

７３立米となっております。

○４番（荒金卓雄君） 海からも回収、陸からも清掃活動。海も別府の宝。これを年に１回の

行事しか私なんかは認識がなかったのですが、多くのボランティアの方に支えられてきれい
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な海辺が守られている、こういうふうにまた確実に持っていっていただきたいというふうに

思います。

次に、別府市の有価物回収奨励金制度についてですが、私も議員になりまして、アルミ缶

の回収というのを公明党の支部の御婦人のグループで、私のところは「ひまわりグループ」

という呼び名なのですが、２カ月に１回、アルミ缶の回収を行っております。それを続けて

きていろいろ、そういう奨励金制度なんかがあるのだなということを知ったのですが、まず、

この奨励金制度の現状を教えてください。

○環境課長（原田勲明君） お答えをいたします。

本市の有価物回収奨励金制度は、缶・瓶等の再生利用可能な資源を回収する子ども会、婦

人会、老人会等の団体に対し、回収量に応じて奨励金を交付し、ごみの減量化を推進する制

度でございます。登録団体は、平成２０年度９４団体、平成２１年度９９団体、平成２２年

度１０１団体と横ばいで推移をしており、平成２１年度実績で回収を実施した団体は８５団

体、奨励金交付額は２０２万３，２７３円となっております。

○４番（荒金卓雄君） 私たちもグループも、ことしの１月から６月までの上半期の回収量の

申請手続きをしまして、３，８１０円奨励金としていただいて、そういうのが励みになって

いるというふうに思っております。

今回は、第６期の別府市分別収集計画というのが出されています。平成２３年度から２７

年度に向けての計画ですけれども、その中にこの有価物回収奨励金制度を広く利用してもら

い、また資源回収の活動団体及び収集量の拡充を図りごみの資源化、減量化を推進するとい

うのが取り上げられていますね。要はこの制度をさらに強化・充実させていこうということ

かと思います。私は、例えば報奨金を上げてくれというような御要望もしたいところなので

すが、３年間私はやってきまして一番思うのは、一生懸命皆さんやるのです。２カ月に１回

ということで日程が決まりますと、御近所の方に声かけたりして、自分のところの庭に２袋

も３袋も、多いところなんか、私なんかのところも１０袋近く１月半から２カ月ぐらい置い

ておくわけですね。それで当日来たらする。よかった、よかったという形になる。私なんか

は年に１回社協に車いすを寄贈というようなことをグループとしてやっておりますけれども、

そういう中で何かリサイクルに関しての研さんといいますか、せっかくそういうふうに取り

組んでいる皆さんの意識を高めていく、または最新のそういうごみ回収、リサイクルの情報

はこうですよ。皆さんのやっていただいているのは、実はこういうふうに役立っているので

す、つながっているのです。そういうような勉強会というか、説明会、そういうようなのを

持っていただくと、またやる気、そういうのがぐっとアップすると思いますが、そういうこ

とに関してはどうでしょう。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

現在、リサイクル情報センターの職員を中心に、出前講座を実施しております。直接市民

の皆様の声をお聞きし、職員とともにごみの学習をしていくことが一番の啓発活動になるの

ではないかと考えております。広報につきましては、回収団体に出前講座等の広報を実施し

て、積極的に関与していきたい、そういうふうに考えております。

○４番（荒金卓雄君） ぜひお願いします。

それと、そういう場を通じて皆さんは御要望をごみ回収の作業の上で、実はこうこうこう

いうので困っているのだとか、こういうのはどうかならんかとかいうことを、また聞く場に

もしてもらいたいと思いますが、一つだけ私もある自治会から、通常は自分のところの自家

用車を出して、軽とかボックス型の軽を使って、それに青いシートを敷いて、ビールのしず

くが垂れたりとかジュースのしずくが垂れたりしても、何とか大丈夫なようにということで

皆さん工夫してやっているのですね。私なんかのグループでもそういうシートを使っても、

１カ月、１カ月半、地べたに置いていたごみ袋を自分の車に積むわけですから、やっぱりア
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リが入ってきたり、ビールのにおいがやっぱりちょっと染みついたり、そういう少し、何と

かならんかなという部分もあるのです。

そこで、市の方で、環境課の方で私は軽トラックを１台何とか確保してそういう回収作業

に要望があれば貸し出すということをぜひやってもらいたいと思うのですが、どうでしょう

か。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

現在、環境課の方につきましては、パッカー車、軽ダンプ等の特殊車両はあるのですが、

軽トラックというのは配置をしておりません。現状ではちょっと対応が厳しいかなというふ

うに考えております。

○４番（荒金卓雄君） では逆に、所有すれば、貸し出しは可能ですか。どうですか。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

この公用車の貸し出しにつきましては、当課のみでなく市全体で考えていかなければなら

ない事項だというふうに私は認識しておりますので、私どもの課だけで判断するには、ちょ

っと難しいかなというふうに考えております。

○４番（荒金卓雄君） 安全の面ですか、万が一の事故があったりとかそういうので、環境課

の一存でもできない。また財産活用課に関係するのですかね、そういうのもちょっと伺いま

したが、実は私、最近新聞である自治体でいわゆるエコカー、電気自動車ですね、これを率

先して省エネ、また地球温暖化対策ということで取り組んでいる自治体が、土曜・日曜日に

一般の市民の方にそのエコカーを貸し出す、積極的に乗ってもらおうという打ち出しをやっ

ているところがあるというふうに新聞で見たのですよ。そこでもやっぱりそれはもちろん万

が一の事故のときにどうするかとかいう問題はあろうかと思うのですが、いつまでも行政側

がそういうちょっと腰が引けたような対応ではなくて、やる気のある市民の団体に何か役立

つ工夫ができないかということを、私は頭を悩ましてもらいたいということをちょっと申し

上げて、この要望はまた今後も続けていきたいと思っております。

三つ目に、ペットボトルの回収に関してですが、非常にこの何年間かでペットボトルの流

通量がふえている。普通にお茶を飲むにしても、炭酸飲料、そういうのを飲むにしても、ま

た持ち運びやすい、値段も安い。そういうことでペットボトルの供給量、消費量は非常にふ

えていると思いますが、現状のペットボトルの販売量、またリサイクルの状況、これはどう

なっていますか。

○環境課長（原田勲明君） お答えいたします。

全国のペットボトルの販売量は、平成１９年まで増加傾向にありましたが、平成２０年に

は微減をし、約５７万トンとなっております。家庭や事業所から排出されるペットボトルの

回収率につきましては、平成１８年は６６．３％でしたが、平成２０年には７７．９％と１

０％以上上昇しております。さらに、国外へ輸出しリサイクルされているペットボトルを含

めたリサイクル率におきましては、平成１８年が７８．６％から平成２０年度は８４．９％

へと上昇しており、約５７万トン中４８万トンがリサイクルされているということが推計さ

れております。

○４番（荒金卓雄君） ９月１日付の環境新聞「エコ湧～く」というのにも、ペットボトルの

キャップの回収の記事が出ていました。さっき申し上げましたように、今後の供給量が、消

費量が非常にふえる。これは牛乳もペットボトル入りの牛乳も認められる。ちょっと私は見

たことがないのですが、そういうのも認められている。またペットボトル入りのワインも販

売になるということも聞いておりますし、それだけどんどんその利用量はふえていきます。

アルミ缶等が回収で、実際に一からアルミをつくるのと比べたらその消費電力が非常に効果

があるというのと同じように、ペットボトルもそういう方向に回収技術が進んでいるように

もありますので、取り組みを積極的に進めていただきたいということを申し上げて、このご
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み問題については終了いたします。ありがとうございます。

次に、自治体クラウド開発実証実験、これに関して質問させていただきます。

別府市のコンピューターの導入が平成２年ということですので、約２０年たっております

が、まず別府市のコンピューター導入のこれまでの経過、これを簡単に御説明ください。

○情報推進課長（三瀬正則君） お答えいたします。

本市では、平成２年にホストコンピューターを導入し、住民記録システム稼働後、随時基

幹系業務システムを開発し運用しております。平成９年に市役所内及び出先機関１２カ所を

専用機で接続し、庁内ＬＡＮを構築し、さらに平成１３年度には市役所及び各公民館、小・

中学校との間に光ファイバーを接続し、情報ネットワークを構築しております。その整備を

することによってインターネットの整備ができ、ホームページにより住民情報を提供するよ

うになりました。また、平成１４年からホストコンピューターを活動しているシステムの再

構築を行い、平成１９年度の新住民基本システム稼働において再構築を完了し、ホストコン

ピューターを撤去するように至りました。平成２年当時、１４システムからスタートし、現

在まで住民情報システム、戸籍情報システム等、現在では８０システムを稼働しております。

○４番（荒金卓雄君） 平成１９年度で現在のホストコンピューターからいわゆるサーバーシ

ステムへ切りかえがほぼ完了して、今稼働中ということかと思います。そこに突然余り聞き

なれない自治体クラウド。クラウドコンピューティングというのが、最近いろんな新聞等で

も出ておりますけれども、私も以前、こういうコンピューターの職場におったものですから

関心があるという角度からの質問なのですが、コンピュータークラウドというクラウドコン

ピューティングというのは、通常大体いろんな企業、自治体もそうですが、自分のところに

コンピュータールームというのを持っていて、ホストコンピューター、またサーバーという

ハードウェアですね、自分のところで記憶装置も含めてですけれども、持っていて、プログ

ラム、またデータも基本的にその室内のハードウェア上にあるというのが、これまでのコン

ピューターシステムだったわけですが、なかなかそうすると専門の係員も要るし、また機会

のお守りというか、運用管理が、これは２４時間求められるということで非常に最近自治体

の財政を苦しめている。

これは一般企業でも同様ですけれども、そういう中で大きなコンピューターメーカーさん

が、自分のところで大きな機械を提供しますよ。そこであなた方の今までやっていた業務の

プログラムもこちらのコンピューターの中に置けます。データもまた預かれます。もうおた

くではデータを入力したり、またプログラムの修正を通信回線を通しながらやれば可能です

よというようなことで、これまでなかなかそういう専門の人を置けなかったところとかいう

ようなところに広がっていく。また国の方もそういう方向に大きくかじを切ろうとしていま

すから、まずは自治体にそういう環境で開発実証事業ということを今進めているところです

ね。

今回、九州では実は大分県と宮崎県、佐賀県の三つが共同でこの実験に加わっているとい

うところなのです。実は大分県でも五つの市町村、日田市、臼杵市、杵築市、宇佐市、由布

市、こういうところが入っている。しかし、別府市はこれに踏み出していない。そういうと

ころで、別府市はこの自治体のクラウドコンピューターに対する取り組みをどういうふうに

考えているのか、これをちょっとお聞かせください。

○情報推進課長（三瀬正則君） 議員の言われるとおりこのクラウドにつきましては、経費削

減とか言われております。まずはインターネットを接続することによって、みずから市役所

に保有管理をすることが困難な市町村に対して、情報化を推進するのが期待されているクラ

ウドのシステムでございます。

別府市におきましては、現在大分県を中心に県下市町村により協議会をつくっておりまし

て、その中で自治体クラウド作業部会を立ち上げ検討に入ったばかりでございます。先日も、
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県が総務省の主催の自治体クラウド導入の全国的展開に向けた説明会に出席をいたしました。

その結果、私どもは報告を受けましたが、総務省と県、市との考え方に温度差が若干あるの

ではないかということを認識しております。しかしながら、今後十分に検討していく必要性

があると考えております。

○４番（荒金卓雄君） 今も課長の答弁でいきますと、総務省・国と県・市、自治体との間の

若干その考え方の温度差がある。それで別府も今回のその共同実証実験にはあえて加わらな

かったということかと思いますが、具体的にその温度差という、考え方の温度差というのは

どういうことでしょうか。

○情報推進課長（三瀬正則君） お答えいたします。

国は、すべて同じ法律で業務を行っていますので、すべての自治体が同じシステムを利用

することが可能であると考えております。しかしながら、各自治体においては規模やサービ

ス内容が異なったり、いろいろ独自のシステムを持っておりますので、すぐにそのクラウド

を導入できるということはちょっと難しいのかな、作業上難しいのではないかと考えており

ます。

○４番（荒金卓雄君） 私も、やっぱり慎重に考えるべきだと思います。国がかじを切ってい

るのは確かなのですが、今、別府市が８０を超えるシステムを今のコンピューターで動かし

ているわけですから、それが全部共通のクラウドという世界で賄えるかというと、そんなこ

とは決してないわけで、また同じような住民管理、住民記録台帳とかいうような同じ名前で

呼ばれていても、やっぱり項目の違いがあったりしますので、クラウドに飛びついたわ、ま

た完全に切りかえはできない今抱えているやつがそのまま残るというような二重の経費にな

りかねないというところは私も思いますので、ここは慎重な姿勢があってしかるべきという

ふうに私は思います。ちょっと簡単ですけれども、以上でこちらの方は終わります。

続きまして、ジェネリック医薬品の使用促進についてということでお尋ねをいたします。

きのうまでの一般質問等でも何名かの先輩議員が、国保の赤字の取り扱い、答弁を求めて

いましたけれども、課長の方が大体答えるのは、医療費の増大というのが第１の理由のよう

ですね。今回、３月市報の特集号ということで、別府市が取り組んでいる国保の医療費抑制

策というのが紹介されています。それをちょっと簡単に御説明してください。

○保険年金課長（忰田浩治君） お答えをさせていただきます。

現在行っております医療費抑制策ということでございますが、その中で一番大きなものと

いたしましては、平成２０年度から始まりました特定健康診査及び特定保健指導でございま

す。

これは国保加入者の４０歳以上の方約２万７，０００人ほどいらっしゃいますが、この方

たちを対象といたしまして、いわゆるメタボ健診、これを実施します。この検査の結果、必

要な方については保健指導を行うというふうなものでございます。この事業の目的といたし

まして、生活習慣病の予防、早期治療を目的とし、重症化を防ぐことにより、結果といたし

まして医療費の抑制が図られるというようなものでございます。

また、この特定健診、保健指導以外の事業といたしまして、国保におきましては糖尿病の

保健指導事業、それから人工透析の導入を未然に防ぐための保健指導事業、そして２０代、

３０代の生活習慣改善事業、それから多受診者保健指導事業などを現場の保健師さん、管理

栄養士さんを中心に展開しております。

また、レセプトの点検というのがございますが、このレセプト点検の強化充実を行い、医

療費適正化に努めているというところでございます。

さらに、事務的な部分では、今、議員さんが御指摘になりましたその市報特集号、「国保

でほっ」という部分でございますが、そういう部分を通じまして医療費適正化のお願いをし

ております。
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さらに、２カ月に１度の医療費通知というものがございます。これにつきましては、被保

険者が実際の治療に要した医療費などをお知らせするというものでございます。

○４番（荒金卓雄君） そういう中でジェネリック医薬品の利用促進が、医療費の中に占める

調剤費という薬代のところを少しでも抑えていけるということで、これは国がもちろんリー

ダーシップをとって進めておりますし、全国的にも取り組んでいます。うちの議会でも公明

党の先輩議員が何回か質問をいたしまして、前回の６月議会で、何とか今年度実現、ジェネ

リックカードの配布を実現したいという御回答もいただいておりましたが、その辺、私なん

かも今回７月に視察で広島の廿日市というところに行ってきました。実は広島の呉市という

ところが最もジェネリックの利用促進が進んでいるということで、その影響で周辺の市町村

が取り組み始めているということなのですね。

私なんかがちょうど行って、その廿日市の駅をおりて、実はお昼御飯をお好み焼き屋さん

で食べたのですよ。向こうも、ちょっと４人の背広姿の男が入ってきたから、何か、バッチ

にも気がついたのかしれませんね。何しに来たのですかということで、実は九州別府から視

察に来たのです。へえ。視察の内容は何ですかと聞くのですよ。実はジェネリックの医薬品

のこうこうこうです。そうすると、そこのお好み焼き屋のおかみさんが、ああ、あのジェネ

リックのねという、うなずいたというか、びっくりしたというのも失礼ですけれども、ぴん

ときたようなのですね。結局、廿日市は、ちょうど２１年度の事業としてことしの２月にジ

ェネリックカードを全家庭に配布をしておりました。ちょうどその行った７月に、さらにジ

ェネリックの薬を使うとこれだけ薬代が安くなりますよ、個人レベルで。そういう差額通知

をするという事業を７月から始めたばかりだったのですね。それで恐らく市内でも話題とい

うか関心になっていたと思うのですが、そういうのに取り組んできた背景というのが、また

廿日市もやっぱり医療費の増大ということが背景にあるということでした。

そこで、ちょっと質問を飛ばしますけれども、いよいよ別府市で行うということで先日伺

ったときに、県の方で共同化の云々の話が出ているということを聞きましたが、ちょっとそ

の辺の事情、また今年度中で確実にジェネリックカードの配布を計画・予定しているのかど

うか。そこはどうでしょうか。

○保険年金課長（忰田浩治君） お答えをさせていただきます。

現在のジェネリックカードの進捗状況という部分を、若干触れさせていただきたいと思い

ます。６月議会におきましては、今年度中に実現をしたいということで答弁させていただい

ております。その後、若干の情勢の変化がございました。それは何かと申しますと、今、大

分県におきまして、昨日もちょっと答弁させていただいたのですけれども、今後の国民健康

保険の広域化を見据えた中で、大分県国民健康保険広域化等支援方針検討委員会、こういう

ものが設立設置されました。その委員会の中で協議事項といたしまして、大分県全体で取り

組むべき、あるいは取り組み可能と思われる事業、そういうふうな協議が行われております。

このジェネリックカードの共通様式での発行もできるのではないか。先ほどまた議員がお

っしゃられました差額通知の件も若干触れられておるのですけれども、そういうふうなこと

ができるのではないかというふうなことが上がってまいりました。

別府市としましては、全県下での一斉の取り組みを考えた中では費用対効果、もしくは住

民への周知などのやはりスケールメリットですね、そういうふうな部分も効果が見込めるの

ではなかろうかというふうに思っておりますので、この事業が２２年度のうちに実施ができ

るということであれば、共同事業としても実施可能ではなかろうかというふうに思っており

ます。今後、この委員会の結論を待って、別府市独自でいくのか、あるいは共同事業でいく

のか、こういうふうな結論を出してまいりたい、このように思っております。

○４番（荒金卓雄君） 別府市で独自でやろうと思っていたところに、大分県全域として歩調

を合わせてやろうかという話が出てきたので、その結論をちょっと待ってというような言い
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方かと思いますが、私は、この共同事業への結論が万が一おくれる、延びたようなときでも、

課長のジェネリックカードへの決断をしっかり確認しているつもりなのですけれども、そう

いう県としての共同事業の結論がおくれた場合でも、別府市としては２２年度中にやるとい

うことをもう一度答弁、確認をしたいと思います。

○保険年金課長（忰田浩治君） お答えをさせていただきます。

過ぐる６月議会でも、医師会を初め歯科医師会、薬剤師会の皆様方の調整・合意が得られ

れば、本年度中にジェネリックカードを実現していきたい、このようにお答えさせていただ

いております。議員御指摘のとおり共同事業の実施が、２２年度内に無理という結論が出れ

ば、別府市単独でもぜひとも実施していきたい、このように思っております。

○４番（荒金卓雄君） 力強い決意、ありがとうございました。では、以上で。後の質問はち

ょっと割愛いたします。

続きまして、猛暑対策についてお伺いします。

まず、緑のカーテンについてですが、これは私は２年前にやはり取り上げまして、当時は

まだなかなか公的建物また学校等で取り組んでいるところがぽつぽつというところで、別府

市内でもまだなかったのですが、その私の提案を受けて、まずリサイクルセンターで緑のカ

ーテンをつくっていただきました。また、その後、今度は教育委員会の方にも要望しました

ら、今、西小学校、石垣小学校、そういうところでやっていただいているということも確認

しておりますが、私は、本丸のこの市庁舎で緑のカーテンを何とかできないかというのが、

きょうの要望なのですが、これはいかがでしょうか。

○財産活用課長（稲尾 隆君） お答えします。

議員御指摘のとおり、緑のカーテンの取り組みが拡大していることは承知しております。

くしくもことし４月から省エネ法が改正されて、これから中・長期的に本庁舎の省エネルギ

ー化に努めていきたいと考えているところであります。そういう中で緑のカーテンは、室温

を下げる効果や温室効果ガスを削減する効果があると言われておりますし、市庁舎で職員が

植物を育てる取り組みをすれば、環境意識の向上や市民への啓発という大きな効果も得られ

ると思っております。しかしながら、庁舎南側やあるいは東側のベランダは、掃き出しの窓

になっておらず、手すりの位置も８０センチと低いために、特に効果があると思われる３階

以上で、外に職員が出て水やり等をすることは危険ではないかという声もあるのが事実です。

労働安全上、ベランダでの作業は安全ヘルメット、あるいは安全ベルトの着用を義務づけて

いるような状況もあります。確かに緑のカーテンは、だれもが気軽に楽しく取り組める地球

温暖化防止対策ではありますが、本庁舎の建物の構造上、安全面からベランダでの実施は難

しいのではないかというふうに判断しております。

○４番（荒金卓雄君） それは私も重々お聞きして、ううんとうなるところなのですが、例え

ば、では今度は本庁舎以外の南部出張所とか亀川出張所、朝日出張所、こういうところでど

うですか。

○財産活用課長（稲尾 隆君） 先ほど申し上げました改正省エネ法では、本庁舎のみならず

その他の公共施設、今お話がありました出張所等も含まれております。こうしたところでの

実施については、まだ協議をしておりませんが、環境政策を中心にしている環境課あるいは

そういう出張所を管理している部署とも、今後ちょっと話をしてみたいと思っております。

○４番（荒金卓雄君） ぜひ進めていただきたいと思います。

もう一つ。いわゆるミスト、この設置に関してですね。片や緑のカーテン、片やミストと

いうのが、猛暑をこの何年間か迎える中で全国的に、そんなにお金もかからなくて広まって

いることではないかと思うのですが、ミストに関してはなぜか別府市内、恐らくやっている

ところがないと思われるのですね。いかにも何かあれ、私も今回大阪の吹田に行って、吹田

の市庁舎の前にミストをやっていたのですけれども、それを見るだけで、もうそこに走り込
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んでいきたいという効果というか、イメージというか、それがあるのですね。ですから、庁

舎の方にミスト、これの設置はどうでしょうか。

○財産活用課長（稲尾 隆君） ことしは猛暑で、打ち水のイベント等が各地で開催されてお

りました。今回、一般質問通告を受けまして、私もミスト装置、水を利用した環境対策の一

つとしてミスト装置というものが、民間施設を初め他の自治体でも公共施設に設置している

ということを初めて知りました。調べるところによると、特殊なノズルで霧を噴出して、そ

の気化熱で周辺気温を下げるということのようですが、先ほどの緑のカーテンと同様に、環

境に貢献する効果があるのではないかなというふうには感じております。ミスト装置は、Ｃ

Ｏ2 排出量など環境負荷も少ないようですので、導入効果の測定あるいは市民の理解、関心、

そういったものを深めることを目的に本庁舎において実験的に設置することが可能かどうか。

まだミスト装置そのものの詳細を把握しておりませんので、今後その導入コストやランニン

グコスト、あるいは費用対効果など諸条件について調べてみたいと思っております。

○４番（荒金卓雄君） 最後に、ちょっと財産活用課ということでお願いなのですが、市民の

方に、ことしは非常に３５度を超える猛暑日が全国でも非常に続いた、記録更新ということ

ですね。別府市内でもそういう情報を皆さんが家庭のニュースで、新聞で御存じなのでしょ

うけれども、やはり外に出るときにちょっと帽子をかぶる、日傘をする、また水分を持って

歩くというようなのを呼びかける意味で、玄関にあります、今、行事日程を張っていただい

ているところがありますが、例えばあそこに大きな赤字、太陽のマークと一緒に「猛暑、健

康注意」というような、いわば気温によって、３０度ぐらいまでだったらそこまではいいか

しれんけれども、３５度ぐらい過ぎれば、午後からどんと張って、庁舎に来る市民の皆さん

が、ああ、本当にきょうはやっぱり暑いと思ったけれども、間違いないのだなというような、

ある意味での市民への警告というか、また市としての情報発信。そういう簡単なことですが、

何か市民の方にこういうのをお知らせしたらちょっとでも役立つのではないかという、そう

いう頭を巡らせていただきたいということを、これはちょっとお願いをして、猛暑対策の方

は終了いたします。ありがとうございました。

では、最後に事業仕分けのことでお話しします。

ちょっと時間がもうほとんどないのですが、去年の政権交代以来、事業仕分けということ

が国レベル、また地方レベルでも実際に行われ、報道でもされて話題を呼んでいる。それで

地方、県、別府でもそういうのはどうなのだという角度からの質問なのですが、まず事業仕

分けとはどういうことか。これはどういう認識でしょうか。

○政策推進課長（大野光章君） お答えします。

今回、通告をいただきまして、私の方もインターネットで調べてみました。そうすると、

事業仕分けとは、２００２年、シンクタンク「構想日本」、こちらの方が地方自治体を対象

に実施したのが最初であるようです。この内容としましては、事前に評価者、いわゆる仕分

人となりますが、こちらの方が事業対象を絞り込み、実際実務をやっている担当者、こちら

の方と聞き取りをする。しかも、一般公開が原則であります。これにより廃止、縮減、こち

らの方の判定が下されるものであります。

なお、国、各都道府県、市町村において事業仕分けに取り組んでおりますが、こちらの手

法はそれぞれ異なるものと考えております。しかしながら、基本的な考え方としましては、

この当初のシンクタンク「構想日本」、こちらの手法によるものと思います。

○４番（荒金卓雄君） 今おっしゃったように、各地方、各自治体でアレンジしたり、バリエ

ーションが選べる部分もあろうかと思いますが、大まかにやはり国や自治体が実施している

事業、いわゆる公共サービスですね、これをどう見直すか。これは私が思うのは、一つはど

ういう視点から、どういう基準で見直すかという部分と、事業仕分けということでいわゆる

手法ですね。こちらの方が今回特に注目、話題を呼んでいるところであろうかと思うのです
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が、手法に関しては、さっきの「構想日本」の定義の中でも、外部の委員を交えて。いわゆ

る外の目を入れる、その声をきちっと聞く。また公開の場で。これが今回非常に国レベルで

は国民にアピールしたというのは間違いないと思います。ただし、次には議論してと。当事

者、行政側と外部委員が議論をしてというのがなかなか、言葉では言えても３０分、１時間

で足りるのかというようなこともあろうかと思いますが、最終的に各事業を六つの区分。さ

っき課長の方が廃止か縮減かというような例を挙げましたが、不要か、または民営化か、さ

らに国や県がやるべきものではないかとか、こういうのを含めて六つの区分に分けるという

ことですね。

大事なのは、要は視点だと思います。これは今やっている行政サービスが本当に必要な事

業なのか。もし必要な事業ならば、今のとおり別府市がやるのが適切なのかどうなのか。ま

た、民間がやってできないのか。また、行政でも別府市ではなくて県がやってもいいのでは

ないかというような、そういう視点。また、市がやるとしても、今のままのやり方で続けて

いいのかどうか。こういう視点といいますか、基準が言われるところだと思います。

近年、いろんな住民の方からのサービスがふえております。例えば犬、猫等のペットの死

骸の処理というのが、実は環境課が８４０円でもらう、もらうというか預かっているのです

ね。そういう持ち主のいない野良猫、そういうような死体の処理なんかは、例えばこれはも

う無料で連絡があれば取りに行く。こういうのは、以前は普通の家でやっていたことだろう

と思うのですね。また、最近よく言われますいわゆる婚活、若い人の婚活。これは一昔前、

私なんかもそうですが、いわゆるお世話好きの御近所の方から、いい話があるよというよう

なことでしていたのが、時代の変化の中でそういうのも行政がある程度やらないといけない

のではないか。そういう見直しの視点が時代の変化、また、さっき申し上げたようなどこが

やるべきかということをいろんな角度から話し、考えてみることが、まず仕分けの一歩では

ないかなと思います。

今後も継続して、この問題に関しては質問させていただきたいと思います。

○１２番（吉冨英三郎君） さきの６月議会において大分県立美術館の別府市誘致に関する決

議が、市長も大変前向きな姿勢を示されたわけであります。市長は、御存じのように別府市

をどういうふうにしていくのかというかじ取り役を市民から負託されているわけであります

し、私どもこの議員は、市長が考える、していこうとする施策、そしてそれを実行するため

の予算、そういうものが真に市民のためになるかということをチェックするために、また市

民から負託を受けてこの議場にいるわけであります。

そういう中で、市の行き先をチェックすべきこの議員全員が、市長ともども県立美術館の

誘致に名のりを上げたということは、これは実は大変大きな問題というか責任ができたとい

うことになるわけですね。確かに県立美術館というのは、県のことですから、県が決めるこ

とであって、別府市に決定事項があるわけではないので、何だかんだということは言えない

といえば、実はそれまでなのですけれども、しかし、それでも市長と行政と議会が一体とな

ってこれを誘致するということになったということは、これはやはり市民も本当にできるの

ではないかという大変大きな期待を実は持っている。だから、これが県の決定事項であって、

別府市には決定権がないから、最後はだめでしたというようなことでは、これはまた大きな、

当然議会もそうですけれども、行政もやはり大きな責任がそこにやはり出てくるのではない

か、こういうふうに思っております。ですから、そういう意味からその大きな責任を持って

いるということをまず基本にして、この県立美術館誘致について質問を二、三していきたい、

このように思っております。

さきの６月議会のときにこの誘致議決というものがされて、もう２カ月以上がたったわけ

でありますけれども、この間、別府市としてどのような取り組みをしてきたのかを、まずお

伺いいたします。
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○政策推進課長（大野光章君） お答えします。

議会の議決を受けまして、先月でありますが、８月１６日、こちらの時期に別府市議会の

代表としまして議長それから議会運営委員会委員長、それから市の方は市長、副市長、教育

長それから企画部長、それとさらに地元選出の県会議員、こちらの方にも御協力をいただき、

県知事との懇談の場を設置いたしました。

懇談の席上、市の誘致に関する熱意をお伝えし、十分に受けとめていただいたものと考え

ております。なお、その際に市議会で決議しました決議文についてもお渡ししております。

○１２番（吉冨英三郎君） そうですね、別府、日出を地盤にして……、「地盤」と言ったら

おかしいのですけれども、しておりますこの地元の別府市の新聞においても大きく取り上げ

ておりました。８月１７日付の新聞で、中は、熱意はどこにも負けぬ。浜田市長が広瀬知事

に要望ということで８月１６日にした。また、８月３１日には「知事と市長を囲む会」とい

うので、美術館の誘致というのを重ねて市長がお願いをしているということで、大変心強い

ことであるな。今後ともいろいろな機会を持ってこの誘致に関しては何らかのアプローチを

していかなければならないなというふうに思っております。

そこで伺うわけですけれども、今後の見通しについてはどのようになっているのかお伺い

いたします。

○政策推進課長（大野光章君） お答えします。

現時点では県の設置しました大分県美術館構想検討委員会、こちらの方で県立美術館の機

能それからコンセプト等について議論を現在されております。これまで４回の委員会が開催

されております。この検討委員会の答申については、年内をめど、昨年１月２７日に発足し

ておりますので、１年をめどといいますと、１２月末になろうかと思います。この時期に答

申が出ると聞いております。

どの程度具体的なものが出るのか、今時点では未定であります。ただし、この答申後、大

分県の方向性が示されるものと考えております。さらに、新たな場所を求めることとなった

場合、この場合については、別府市を有力な候補地としていただけるのではないかと大きな

期待を持っております。

○１２番（吉冨英三郎君） そうですね、県の方では美術館構想検討委員会というのが立ち上

がっている。これは建設の検討委員会ではなくて、構想ですから、美術館が本当に大分県に、

県立美術館が要るのか要らないのか。もし要るとするならば新築にするのか、それとも今の

芸館を補修して使うのかというようなこと。そして建てかえるならば、どれぐらいの規模で

どのようなコンセプト、いろいろな機能を持たせるのかという話をするということなのです

けれども、今の答弁では、別府市も有力な候補地になるのではないかと思っているという期

待をかけているようなのですけれども、この構想検討委員会の中でも実は大分市での建設の

案というのが、やはりこの委員会の委員の中から出ているようであります。この点について

は、どのようにお考えでしょうか。

○政策推進課長（大野光章君） お答えします。

ただいまの質問の件ですが、ホームページの方で確認しましたところ、大分県美術館構想

検討委員会設置要綱第２条というのがあります。こちらの方には、県立美術館のあり方につ

いて、基本構想を取りまとめ知事に答申するものとすると明記されております。中心となる

検討項目につきましても、県立美術館の必要性、コンセプト、求められる機能、整備のあり

方、管理運営のあり方という項目が列挙されております。このようなことから考えますと、

場所選定については、一定程度限定されるような内容も含まれると思いますけれども、最終

的には答申後、県の方において検討・決定されるものと考えております。

○１２番（吉冨英三郎君） ここに、大分県美術館構想検討委員会議事録というのがあります。

現在まで４回行われておりますけれども、県のホームページ等でこの議事録が公開されてお
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りまして、３回目までの分がここに出ております。これ、３回分あるのですが、私が、緑と

赤のこう、附せんを張っております。これは何かといいますと、緑は別府市にとって有利な

発言といいますか、赤は別府市にとって余りいい発言ではないといいますか、この中をじっ

くり読んでいくと、ああ、Ａ委員さんはもうこの辺のところにしたいというのだなとか、Ｂ

委員さんはこういうあれだなというのが、実は読み取れるのですね、名前は上げませんけれ

ども。

その中で第１回目の中では、知事は、財政は厳しいがそれなりの対応はできる。県民が納

得するよいコンセプトができれば、そしてやるということであれば、少々無理をしてもつく

るつもりだと、やっぱり知事は力強く言っているわけですね。要するにつくるということは、

新しいものを建てようという気持ちがあるということだと思います。そうしたところ、やは

りこの第１回目の中でも、では、大分県の高架下の駅ビルを何フロアか買い取って、今なら

大分駅周辺にもチャンスがあるとか、ほかの委員会の方が言っております。

第２回目のやつを見ると、もう第２回目のやつはほとんど赤ばかりがついているわけです

けれども、この中で見ると、公共機関が集中している大分駅周辺しかない。少なくとも駅か

ら徒歩圏内であることが必要だとか、それとか、芸短大と連携・合体し、それをエンジンに

して要するに美術館をつくったらどうか。あの近所につくったらどうかということです。あ

と、高齢者にも行きやすいようにということで、歴史が残っている城址公園がいいとかいう、

これもここに出ている。それとか、美術館だけなら駐車場の広さは問題ないので、大分駅周

辺なら駐車場の問題もないと思うとか、本当こう、別府にとって結構不利な言葉が随分出て

います。あとは、美術館が学生にとっての教育の実習の場となるから、美術館の運営委託を

芸短大にすればいいとか、こういうことを言うと、もう上野の森のあの近所がとかいうふう

に出てくるわけですよ、いろいろと。ですから、そういうふうなことがこの中ではもう実際

に言われております。

そして、ただ、別府市にとってこれは本当に押すべきところといいますか、チャンスがあ

るのではないかなというのは、この第３回の検討委員会の中で県が、実は大分県自体が、こ

の構想検討委員会とは別に、やはり大きな予算がかかるものですから、プロジェクトチーム

をやはり立ち上げていますね。その中のプロジェクトチームの中の、県が実は八つのコンセ

プトというのを出しております、県が。１番から上げれば、楽しいみんなの美術館とか、２

番が成長する美術館とか、そういういろいろずっと八つ項目があるのですが、その中で３番、

７番、８番。

３番が自然（四季）を感じる美術館。建物の一部を自然で構成したり、やはり四季を体感

できるような美術館がいい。これはやはり周りに緑があったりとか、建物を建てるにしても、

そういう景観にマッチしたものがいいのではないかという話。

７番になると、真に美しい美術館。これは何を言っているのかというと、やっぱり外観の

美しさにこだわった美術館を目指すと県は言っておるわけです。

８番。これがまた、本当、市長にとって一番いい話ではないかと思う。音泉美術館とある。

この音泉の「おん」が、市長がいつも言う「音」の泉なのですね、音の泉の美術館。これは、

県の方が言っているプロジェクトチームの中では、大分県といえば温泉であることから、美

術館内に彫刻やレリーフ等で飾られた温泉を設置して、温泉からマジックミラーで美術館内

をゆったりと鑑賞できるとか、当然、美術品に影響のないよう空調に万全を期して、温泉内

ではアルゲリッチ音楽祭等、本県で行われたコンサートが泉のように流れるというような美

術館をつくるべきだと、県の方は言っている、県のプロジェクトが。

だから、こういうところをやはり別府市として強く、今後ともやっぱり発信していくべき

である、そのように思っております。別府市が、本当にどのような取り組みを今後していけ

ばいいのかというのは、実は微妙な問題があるし、難しい問題があるのは十分知っておりま
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す。しかしながら、やはりせっかく構想検討委員会とは別の県の方のプロジェクトチームに

おいては、このようなコンセプトを一生懸命出しているというところは、やはり別府市の選

出の県議５名いらっしゃいますが、そのうちの４名はこの別府市市議会出身の県議でありま

すし、強く別府の事情も、ほかのもう１人が知らないというわけではないですよ、知らない

というわけではないけれども、別府市議会の中のことをよく知っている県議もいらっしゃる

わけですから、この方々をうまく利用するという言い方は悪いのですけれども、使って、ぜ

ひともこの誘致に向けて、実現に向けて強く頑張っていただきたいな、このように思ってい

るわけです。（発言する者あり）そうですね、ぜひ来年よろしくお願いします。

そこで、これは架空の問題といったら、実際、本当に来るかどうかもわからないし、どう

なるかはわからないということの中で、話すのは本当は難しいことではあるのですけれども、

この誘致がもし実現したとしたとき、この別府市では観光とかそういうものを含めて一体ど

ういうふうな別府市をつくっていこうと考えているのか。その辺のところをひとつ伺いたい

と思います。

○政策推進課長（大野光章君） お答えします。

これまでも別府市においては、アルゲリッチ音楽祭を初め文化・芸術面での施策にいろい

ろと取り組んでまいりました。この県立美術館、これが誘致できました折には、国際観光温

泉文化都市、こちらの方の発展にさらなる寄与ができるものと考えております。

なお、県立美術館については、あくまで大分県民全体の貴重な財産であります。このこと

を踏まえ、これまでの大分県のハブ観光の中心でありました別府市、こちらが中心となりま

して、大分県以下各市町村とも連携する中で県外、海外にも誘致を進めていかなければなら

ないと考えております。それと同時に大分県の魅力も発信していく必要があろうかと考えて

おります。

○１２番（吉冨英三郎君） 別府市にとって、例えば別府を中心としてハブとして県北とか県

南への観光をするというような考えもあるし、また今おっしゃるように音楽等も兼ね備えた

文化的なものもということで、文化・芸術面での観光像が期待できるということがあるので

すが、やはりせっかくこういう大きなものが仮にできるということであれば、やっぱり民間

活力というのも当然必要になってくると思います。ですから、観光地に訪れる人たちの目的

というのには、当然そこに行かなければ見られないとか体感できないというものも当然そう

なのですけれども、そこに行ったというあかしもやはり欲しいのですね、観光で行くという

ことは。ということは、やはり例えばお土産とかちょっととした小物とか、そういうものも

やはり考えていかなければならない。やはり別府というのは観光地ですから、お客様が来て

いただいて何ぼの世界であるというふうに、基本はそういうふうに考えなければいけない。

そうなれば、やはりお客様に楽しんでいただいて満足していただいて、お土産をたくさん買

っていただくというふうにしていくのが、やはり一番の基本になろうかとは思っております。

そういう中で、この県立美術館を、できるかできないかがわからないから、ただ誘致しま

すよ、誘致しますよ、来てくださいと言うだけではなくて、県のようなプロジェクトチーム

をつくれとは決して言いませんけれども、やはり部課長との協議の中で常に、そういう美術

館なりが来たときには別府市としてこういう構想をしたり、こういう建物をつくってみたり

とか、例えばこの前ちょっと出ましたけれども、温泉博物館と合わせたものをつくってみた

らどうかとか、いろいろな案自体はやはり持っていて損はしない、マイナスではない、この

ように思っております。ですから、もし誘致が失敗とかどうのこうのは考えずに、将来の別

府というものを考えたときに、やはりこれから先の１０年、３０年、５０年という別府観光

というものを考えた中にこの美術館構想というものをしっかり取り入れなければだめなのだ

ということなのです。

ですから、そういう気概がこの別府市にあって、市長としてそういう考えがあるのか、ち
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ょっとお伺いしたいのですけれども、どうでしょうか。

○市長（浜田 博君） 大変ありがたい御指摘を、たくさんいただきました。まだ具体的に決

まらない前にこうします、ああしますということは、現段階では言うことができませんが、

その思いは人一倍ありまして、やはり国際観光温泉文化都市として、どこにもあるような美

術館ではなくて、できれば別府の、今、音の泉の問題もありました、いわゆる博物館的な発

想、そういった問題も含めて、今プロジェクトチームまでいかなくても、部課長会議の中で

しっかりとそういったことを議論しながら、しっかり準備をしていきたい、このように考え

ております。

○１２番（吉冨英三郎君） 大変答弁が難しいであろう県の決定事項である県立美術館の件を、

この議題を取り上げたのは何かというと、別府市が、市長がどれだけ本気度があってこれを

誘致しようと思っているのかということなのです。それを確認したかったのです。ＡＰＵを

誘致するに当たって、別府市としてはやっぱり３０億からの土地を出したりとかしているわ

けです。

市長もこの県知事との話の中では、熱意はどこにも負けない、市有地提供も視野にという

ふうなことも、もう掲げております。ですから、県のコンセプトの中に大きさがこれぐらい

要るということがわからなければ、土地をどこにするなんということも言えない。当然わか

っております。だけれども、どんなものを県が言っても、それに対応できるだけの土地は提

供しますよとか、部課長会の中で話をした中で、償還金の将来の別府市のことを考えたら、

３０億とか５０億のお金は別府市は用意できるのだとか、それぐらいのことを強く言えるぐ

らいの心構えがないと、私はこの別府市にただ誘致をする、誘致をするとか言っていても、

なかなか難しい問題である、このように思っております。ぜひとも、そういうふうな強い気

持ちを持ってこの誘致活動にまた全力を挙げて邁進していただきたい、このように思ってお

ります。

それでは、次の質問にまいります。競輪のことですが、競輪場の件なのですけれども、例

えば今回の一般質問の中でも株式会社イズミの誘致の問題の中で、市長の答弁で１億５，０

００万ちょっと切るぐらいの税収をもらっているということで、別府の財政に大変寄与して

いるのだという話もありました。確かにそのとおりだと思います。

別府競輪は、ではどうかというと、例えば平成２０年度では５億のお金をこの別府市の一

般会計に財源としていただいております。２１年度も少し減りましたけれども、３億という

大変大きなお金を別府競輪からいただいているわけですね。もう５０年以上別府競輪の歴史

がありますけれども、４００億円以上のお金をこの別府市にいただいて、そしてその中から

小学校の建設の一部とか、また環境整備とか福祉面とか、いろんなものにお金は使っており

ます。だから、ファンあっての別府競輪ということが言われると思うわけなのですけれども、

この本場の来場者に対するサービスというのは、では一体どういうことをこの別府競輪がし

ているのかなというのをちょっと知りたかったので、その辺からちょっとお伺いします。

○競輪事業課長（高橋修司君） お答えいたします。

ファンサービスといたしまして、初心者ガイダンス講座を開設しまして、競輪のイロハか

ら、レース等についてわかりやすく開設する初心者のためのコーナーを設けております。ま

た、先月８月２５日から２７日に開催しました別府競輪では、「ヤクルト杯」と銘打ちまし

て、先着５００名のお客様にヤクルトの配布を実施しております。そのほかには、年に１度

「別府競輪ファン感謝デー」と題しまして競輪場内で競輪ファンのみならず、別府市民や特

にファミリー層が楽しめるようなミニライブ、キャラクターショー等各種イベントを実施い

たしております。

○１２番（吉冨英三郎君） いろいろと若い方とかファミリー層に受けるようなというか、い

ろいろなイベントをしているようでありますが、この５０年を超える歴史ある別府競輪では、
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やはりファンの年齢層が随分上がっているので、この人たちがいなくなるという言い方は失

礼ですけれども、ファン層が上がっているので、若い人もいち早く取り込んでいきたいのだ

という気持ちから、こういうミニライブとかキャラクターショーとかファミリー向けのこと

をしているというのはわかっております。そういうふうにイベントをしているようなのです

けれども、やはり根強いファンというのがあっての別府競輪だと思うわけですね。そういう

意味で本場開催での平均入場者数と年代層というのはどのようになっているのか、お伺いい

たします。

○競輪事業課長（高橋修司君） お答えいたします。

平成２１年度の実績によりますと、平均入場者数は１，１８３名となっております。また

男女比率につきましては、おおむね男性が８５％、女性が１５％となっております。年齢層

につきましては、６０歳以上で集計しますと、全体の３５％を占めておりまして、また５０

歳以上で集計いたしますと、全体の約７０％を占める状況になっております。

○１２番（吉冨英三郎君） ５０歳以上で見ると、全体の７０％を占めるということでありま

すけれども、やはり客層が高齢化しているのは明らかなようであります。年齢が上がれば、

当然ながら病気とかけがとか、そういうリスクが年齢が上がるにつれて当然増えてくるわけ

なのですけれども、過去に本場の開催中にけがとか病気をしたというような事実があるのか

どうか、その辺をお伺いします。

○競輪事業課長（高橋修司君） お答えいたします。

平成２１年度中で急病者、けが人につきましての状況につきまして、８名の報告を受けて

おります。そのうち７名は救急車を要請しております。

○１２番（吉冨英三郎君） 救急車を呼んでいるということですので、では、消防本部の方に

お伺いしますけれども、７名の方を救急車で搬送したということでありますが、７名の具体

的な病状等がもう言えるようであれば、お答えください。

○消防本部庶務課長（渡辺正信君） お答えをいたします。

平成２１年度中の競輪開催中における救急搬送人員７名の内訳を見てみますと、まずは救

急種別でありますけれども、急病が６名、一般負傷が１名ということになっております。

次に、疾病と申しますか、病気分類別に見てみますと、心疾患が２名、脳疾患が１名、呼

吸器疾患が１名、その他の疾患が２名ということになっております。その症状程度も見てみ

ますと、重症が２名、それから軽症が４名ということであります。一般負傷につきましては、

転倒による顔面打撲が１名、軽傷となっております。

なお、どう言いますかね、傷病者すべての方々が６５歳以上の高齢者になっておるという

実情でございます。

○１２番（吉冨英三郎君） 今の消防本部の答弁からもわかりますように、１分１秒を争うよ

うな心疾患、脳疾患、また呼吸器疾患等がやはり見受けられる。症状が重い軽いは別問題と

して、そういうのがやっぱりある。私は競輪をしないのでよくわかりませんけれども、ゴー

ルに入るぎりぎりのところで 「行け」とか「わあ」とか「やった」とかいうような、そう

いうところで興奮するとか、やっぱりそういうのも十分考えられるのかなと思います。そう

いうようなことを、症状をこういうふうに、もし倒れた場合にその症状が１分１秒を争うの

だということが的確に本当は判断できるような方が、やはりその場所にいるのがファンへの

サービスではないかということから、この質問になっているわけなのですけれども、そうい

うふうな形で別府競輪を愛してやまないといいますか、そういう高齢者が多いということを

考えた場合には、やはり高齢者の人も安心して来場して楽しんでもらうというためにも、急

患への適切な措置等ができるような体制を整える必要があるのではないかな、こういうふう

に思っているわけです。

例えば職員がこの数年大量、「大量」という言い方は悪いのですけれども、多くの方々が
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定年を迎えて退職をしていっている。そういう中にはやはり優秀な職員といいますか、そう

いう資格を持った方たちもやはり多数、年々退職していっているわけです。ですから、せっ

かくそういうふうな方が退職するのであれば、人が集まるところとか別府市が主催するいろ

いろな行事とか、そういうものに関してはやはり何があるかわかりませんから、そういう技

能というか技術・資格等を持った方がいた方がいいのではないかな、このように思っている

わけなのですね。そういうふうな、例えば競輪の事業に対してそういう有資格者であるＯＢ

とかを今後入れた方がいいなと思うのですけれども、競輪事業課としてはどのようにお考え

でしょうか。

○競輪事業課長（高橋修司君） お答えいたします。

現状は、競輪事業課で過去在籍のありました競輪事業に精通した職員ＯＢ１名を事業課で

非常勤嘱託として雇用しておるのが現状でございますが、議員さんがおっしゃったような医

療関係の職員ＯＢ等の配置は現在いたしておりません。本場開催中につきましては、選手の

落車事故や、その対応としまして、医師、看護師及び保健師の各１名を配置しておりますが、

場外発売時においてはそういう医師、保健師等の配置はいたしておらないのが現状でござい

ます。

ただいま議員が御提言されたような救急救命士等の再任用、またそういう保健師等の再任

用等、今後消防本部、職員課等関係部署と協議して、配置については検討していきたいと考

えております。

○１２番（吉冨英三郎君） 今の答弁の中に、本場開催において医療チームがあるということ

でありましたけれども、その内容は選手の落車とかけがとかのためであると思うのですね。

一応一般の方が例えば急病になったとかいうときに、本場開催のときなったときに、その医

療チームの方々は、一般の観客の方に派遣することができるのかできないのか、そういうこ

とがあったのかないのか。それだけちょっと教えてください。

○競輪事業課長（高橋修司君） お答えいたします。

大前提、あくまで選手の事故が第一義の目的でございますので、仮に落車等がない状況で

医師等が手が余っている状況でお客さんが倒れられたときに現場に向かった事実はございま

す。ただ、これがお客さんが倒れた、それと時間付近に落車事故があったとなると、医師は

落車事故の方に手が回って、お客さんには手が回らないというのが現実だろうと思います。

○１２番（吉冨英三郎君） そうですね、やはり選手のための医療チームですし、それが決め

られ事ですから、やはり両方一度にあったということになれば、当然ファンに対するサービ

ス、サービスというか、ファンに対してはそのお医者さんは来れないということになるわけ

ですね。

ですから、やはりそういう意味では一般のお客さんに対しましては、常駐の、いざ何かあ

ったときにはすぐに的確な処置ができますよという人たちがいる方が、市民へのサービスで

あろうし、また長年別府市に多額の繰り入れをしてくれている人たちへのサービスである、

このように私は思っております。

私が実はこの質問をするに当たりましては、消防署長の方にも、有資格者が退職していく

のだから、そういうふうなことはどうですかと話は一回してみました。そうしたら、消防署

の方としては、優秀な人が退職した場合は、やはりほかには出したくはない、自分のところ

に置きたい。それはたぶんそうだと思います。救急救命士の資格を持っているような人たち

が、例えば通信指令室におれば、１１９番がかかってきたとしたときに適切な処置の方法と

かも、もしかしたら電話口から教えることができるとか、そういうようなこともあるでしょ

う。ですから、今回の競輪場に有資格者をといったときに、消防署としては、うちから持っ

ていってほしくないのだというような話がありました。ぎりぎりの中で一生懸命やっている

ので、その人たちが再任用されるなら、別府消防署の人は消防署の中でしてもらいたいのだ
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というのが、消防長の方の強い意見でありましたので、私はこれを無理にして、いや、そん

なこと言わんで、全部ほかが欲しいというのだったら、出さんといかんではないかというよ

うなことは言いません。

ただし、これら先、一般職員の方々も退職していく中で再任用されるとか、例えば地区公

民館とかの館長でいくとか、いろいろなことがあると思います。それとか、また別府市のい

ろいろな大会なり何かあったときに再任用の方々も応援に出てくるということもあろうかと

思います。ぜひそういうことを考えれば、再任用の条件の一つに、消防署長のおすみつきで

ある心肺蘇生法、そしてＡＥＤの取り扱い、こういうのが完全にできる人でなければ再任用

しないのだというような制度でもつくって、別にこれはお金がかかるわけでも何でもありま

せんから、署長、消防長がしっかり目の前で見て、ああ、このＡさんなら、何かあったとき

にはしっかり対応できるな。では、合格カードを渡しましょうと言えば済むことです。です

から、そういうふうなことをしてでも、別府市が主催するようなものとか、責任がある大会

があるときには、そういう心肺蘇生技術を持つとかＡＥＤの取り扱いをいざというときはで

きるのだという人をなるべく配置するようにしていただけたらと思うのですけれども、その

辺のところについてはどのようにお考えでしょうか。何かありますでしょうか。

（答弁する者なし）

○１２番（吉冨英三郎君） 政策推進課としては、どう思いますか。

○政策推進課長（大野光章君） 人事のことにかかわりますので、非常に難しい面もあろうか

と思いますけれども、今後の状況を考える中、やはり再任用の資格として、こういうのもあ

った方がより好ましいと考えておりますので、また内部の方で一応検討させていただきたい

と思います。

○総務部長（中尾 薫君） お答えいたします。

これからの再任用については、それだけの職場で資質、技術、そういうものが救急のみな

らず必要でございます。その一環として、現在職員については救急救命講座を必ず受けるよ

うにしておりますが、それのまた１段階上だという御趣旨だと思います。そこら辺も踏まえ

ながら再任用については、冒頭申しましたが、技術、資質、資格等があることを前提にしな

がら、今後ともやっていきたいと思います。

○１２番（吉冨英三郎君） ありがとうございます。総務部長ももうすぐですからね。やはり

そういう意味ではしっかり技術を習得していただいた方が、市民も本当に安心できるという

ことでありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

それでは、次の質問、福祉会館についての質問に移らせていただきます。

この社会福祉会館は、平成６年ですか、中村市政時代に建設されているわけでありますけ

れども、その会館建設の目的というのは何であったのかから、まずお伺いいたします。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

社会福祉会館の建設の目的でありますが、福祉活動の拠点として、また福祉関係者の連絡

調整の場として、福祉ニーズに積極的に対応していくとともに、研修や社会福祉活動の場と

して、さらに市民の文化活動を推進し、生きがいを持って明るく楽しく暮らしていける社会

づくりの場を目的といたしております。

○１２番（吉冨英三郎君） 福祉関係者の連絡調整、福祉ニーズに積極的に対応する、研修や

社会福祉活動の場として、文化活動の推進、生きがいを持って明るく楽しく暮らす社会づく

りのための会館であるということです。もう本当にすばらしい概念というか目的があるわけ

ですけれども、では、そういうすばらしい福祉会館ですけれども、現状の会館の利用状況は

どのようになっているのか、お伺いいたします。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

現在の利用状況につきましては、４月から７月までの利用実績で、一般団体４１９件、福
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祉関係団体６団体４６件となっております。

○１２番（吉冨英三郎君） わずか４カ月間ではありますけれども、その４カ月間の福祉会館

の利用実績が、一般が４１９件、福祉関係が６団体で４６件ということで、福祉団体の利用

が一般団体に比べて９分の１というぐらい差があります。先ほど、この会館の目的というの

は伺っております。社会福祉ニーズに積極的に対応して、社会福祉活動の場として生きがい

を持って明るく楽しく暮らす社会づくりということですけれども、余りにも福祉団体の方々

とか障がい者、個人でいえば障がい者の方々の利用というのが少ないように思いますけれど

も、担当課としては、このことについてはどのようにお考えでしょうか。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

１２番議員さんのおっしゃるとおり、社会福祉課においても、一般団体に比べ福祉関係団

体の利用が少ないとの認識をいたしております。

○１２番（吉冨英三郎君） ですから、福祉関係団体の利用が少ないなというのは認識してい

るということですけれども、では、理由がどこかにあるのではないかというような話になろ

うかと思うわけです。この福祉会館は、福祉活動の拠点といいながら、やはり余りにも福祉

団体の利用が少ない。会館の使用に当たっては、障がい者の方々の利便等については配慮が

なされていないのではないかというふうに思うわけなのです。

そこで、ちょっと質問ですけれども、会館の障がい者用、身体障がい者の方々も最近車を

運転する方も数多くいらっしゃいます。そういう障がい者専用駐車場が何台あって、車いす

等に乗っている方で、障がい者用のトイレがこの福祉会館には男性用に幾つあって、女性用

に幾つあるのか、お答えください。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

障がい者専用駐車場につきましては、２台分のスペースを確保いたしております。

障がい者専用トイレにつきましては、１カ所設置いたしております。

○１２番（吉冨英三郎君） 福祉会館ということで、障がい者の方々にも利用していただく。

特に障がい者の方々にも多く利用していただきたいということで建設されたのが大きな目

的であったはずのこの福祉会館が、障がい者用の専用の駐車場が２台しかない。障がい者の

方が使う専用のトイレは一つしかない。こんなことで本当に福祉会館と言えるのかというこ

とになるわけですね。平成６年のときでも、もうバリアフリーとかそういう言葉は随分使わ

れておりました。私も特養に長年勤めていた関係で、やはりその辺のところは相当見てきた

りとか、いろいろな建物を建てるにしても、平成６年であればこんなのは当たり前なのです

よ。

ところが、現状の福祉会館というのは、まず別府自体が西から東に向かっての坂道である

ということもあるのですけれども、正面玄関を入るのに、正面玄関側にある障がい者用の駐

車場というのは２台ありますが、確かに正面玄関に一番近いところにつくっていますけれど

も、傾斜があります。ですから、車いすの方とかつえをついた方が、やはり坂道を上るよう

な形になるのですね、つくりからしても。なおかつ今度は施設の中に入れば、今度大広間に

行くにしてもスロープになって、昔は階段か何か、それがスロープか何かになっている。や

はり車いすにしてもつえをつく方にしても、中は大変使いにくいというような状態です。で

すから、これが本当に別府市の「福祉会館」と名前がつく会館になっているのか。これはや

っぱり別府には太陽の家とかもありますけれども、余りにも現時点で使い勝手が悪い。しか

もトイレも一つしかない。そういうような施設を何でつくったのかなと思っています、それ

は今言ってもしようがない話ですけれども。ですから、そういう利便性が悪いということを

考えた中で、この施設をもっと使いやすくするためにどういうふうにしたらいいですかとい

う、そういう障がい者の方々からの目線でのアンケートなり、利便性を高めるためにどうし

たらいいですかというようなことを伺ったことがあるのかどうか、その辺のところをお伺い
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します。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

これまでにそういうアンケート調査を実施したことはございません。現在、この会館の運

営管理等について、指定管理者の社会福祉協議会と基本協定を結んでおり、その中で、平成

２２年４月１日付で利用者等のアンケート調査の実施を追加で盛り込んだところであり、今

年度実施する予定にいたしております。このアンケートを踏まえて、改善すべき点は改善し、

福祉関係団体の方々がより多くの利用ができるようにしていきたいと考えております。

○１２番（吉冨英三郎君） 社会福祉協議会が、あの福祉会館の維持管理をするということで

指定管理者になっております。そして、今の答弁からもわかるように利便性を上げるための

アンケートをするようにというのが、条項の中に入れられていたわけです、この４月から。

もう半年たったのですけれども、何もまだされておりません。だから、するのであれば、こ

のアンケートなんというのは半年をかけてしなくても、ほかのところの自治体でいろいろと

この手のアンケートというのは出ていますから、調べていけば半年なんか待たずして、本当

なら５月か６月ぐらいには十分にできるはずなのです。そして、その意見をもって、例えば

９月とか１０月の時点では、もう新年度予算の中にその福祉会館の改築とかそういうものも

実は乗せることができたかもしれません。しかし１０月からか、もしくは１０月以降になる

のでしょうけれども、アンケート調査をとって、その答えの中からこういうところが悪かっ

たのかなということでしたとしても、また１年おくれるというような話になるわけです。

すみません、社会福祉協議会のトップというのは、どなたですか。

○社会福祉課長（福澤謙一君） お答えいたします。

現在、社会福祉協議会の会長は、浜田博・別府市長でございます。

○１２番（吉冨英三郎君） そうですよ。私がこの問題を取り上げたのは、５月のときに身障

者の方々の総会がありまして、そのときに呼ばれて行ってあいさつをして、普通なら帰るの

でしょうけれども、私は総会を最後まで実は残って中の、どういうやり取りをするかという

のを聞いておりました。終わった後に、車いすの方から、もう別府の福祉は最低だと相当攻

め込まれました、実を言うと。それぐらい福祉会館のつくりが悪いということもあるわけな

のです。

ですから、私は、市長は本当に一生懸命、土曜も日曜も祭日もなく３６５日いろんな会に

出てあいさつして、一生懸命頑張っていると思います。ところが、市長がトップであるがた

めに、結局悪口が全部市長の方に行ってしまうのですよ。大分弁で言ったら、市長は本当む

げねえという話。せっかく市長が一生懸命頑張っているけれども、福祉に関してもやはりそ

ういう面では職員に任せているのは当然でしょうけれども、変なところで足を引っ張られて

しまうようなところが出てきているわけですよ。だから、やはり本当にもうちょっと職員に

対しても、しっかりとした対応をするようにやはり言っていかなければいけない。

私が５月の総会に出たときにちょっとだけ言われた中には、私たちはカラオケをしたいけ

れども、普通のカラオケはやはり入るのが難しい。お金もかかる。福祉会館でしたいけれど

も、あそこは音響が悪いから断られる。してはいけないと言われる。いろいろやっぱり外に

出て、青空のもとで車いすであっても汗をかくような運動会みたいなことをしたいけれども、

それもできるような場所がないというような話とか、あと言えば、福祉会館のつくりからし

て、傾斜がかかった駐車場ですから、正面玄関に行くまでも大変。裏側の、裏側というか、

南側の旧新日鉄の跡地ですかね、あそこが駐車場になっていますけれども、あそこから福祉

会館に入るためにはスロープがありますけれども、屋根がないから雨が降ったときとか、車

いすの人は傘が差せないし、つえの人も傘が差せない。あそこで何かしようと思って行った

とき、もし雨が降っていたら、会館に入るまでにずぶぬれになるという、そういうこともあ

るわけです。
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あの福祉会館の周りをこの前ちょっと見てきて、つくりを見ました。今のままで大きく変

更をかけるというのは難しいかもしれませんが、駐車場のことだけでもちょっと考えてみる

と、会館の東側は少し土地が空いているのですね。そこに高圧電線用の箱がぼこっと大きい

のがあります。それの検査をするためか何かに、要するに正面側の縦通りのところからも車

が入れるようには実はなっている。ここをうまく利用すると、新日鉄側から入ってきた車で

も表側に出られますし、下から入ってきた、要するに正面側から東から西に向かって上がっ

てきても、左に曲がって新日鉄の駐車場側に入ろうと思えば、繕えば何とかなるのではない

かと思うのです。

あそこは両方とも一方通行です。流川から豊泉荘の方からずっと入ってきて、そして旧新

日鉄の駐車場側に入るか、もしくは駅裏のところから東から西に向けて正面玄関を入るか。

しかし、そこに駐車場がいっぱいだった場合には、またぐるっと回って今度旧新日鉄跡地側

の駐車場に行くしかない。車に乗っている人にも大変不便です。

ですから、そういう部分で、今私が言っている車の件も、実はこうこうこうあってできな

いのだという部分があるかもしれないけれども、素人の私がぱっと見たときでも、ここのつ

くり方はこうすれば何とかなるのではないかという部分が実はあるのですね。ですから、そ

ういう部分ももう一度、社会福祉協議会の方に一回しっかり、アンケートもそうですけれど

も、周りの環境等を見ていただいて、一般の人が使うにしても福祉関係の方が使うにしても、

要するに使いやすい福祉会館にしていただきたい、このように思っているわけですけれども、

この件について最後、市長もし何かありましたら、お答えください。

○市長（浜田 博君） 本当に厳しい御指摘でございますが、本当にありがたく思っておりま

す。ぜひ私は福祉会館の建設当時の目的、このことをしっかりと受けとめて、どうあるべき

かということを現地を見て本当に真剣に考えていきたいと思います。また、アンケート調査

につきましても、早急に福祉団体の皆さんの生の声をしっかり聞く中でどうすればよいのか、

このことを真剣に考えたいと思います。ありがとうございました。

○１２番（吉冨英三郎君） ありがとうございます。やはり私たちももうすぐ年をとって、や

はりいつ車いすのお世話になるかもわからないし、またつえになるかも、それはわからない

ですから、やはりすべての人たちが使いやすいというユニバーサルデザインと今よく言いま

すけれども、この基本をしっかり考えた中で、今後の建物を建てるにしても、ただ格好がい

いとかそういうデザインばかりを追うのではなくて、やはり真に使いやすい施設を今後とも

つくっていただくようにお願いをいたしまして、質問を終わります。

○議長（野口哲男君） 休憩いたします。

午前１１時５７分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（野口哲男君） 再開いたします。

会議に先立ちまして、７番・長野恭紘君より、去る９月８日の一般質問中、建設関連の発

言の一部を取り消したい旨申し出があり、これを許可いたしましたので、御了承願います。

休憩前に引き続き、一般質問を続行いたします。

○１１番（猿渡久子君） 大変お疲れさまです。私、欲張ってたくさん項目を上げておりまし

て、大事な問題ばかりですので、明確に簡潔な答弁をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

まず、教育の充実・環境づくりについてということで上げております。

３０人学級、加配教員、学校いきいきプラン、この充実について。

この問題は、私は１期目のときから一貫して繰り返して要求し、取り上げてきた問題です。

これまでもずっと要求しつつ、少しずつ充実をされてきているわけですけれども、今後さ

らに充実が必要だと考えています。
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私は先日、学校に授業の様子を見せていただきに行ってきまして、加配教員の先生とか、

今、市が配置しております学習支援サポーターの先生とかも配置しております。そういう加

配の先生がついて授業をしていますと、大変落ちついて授業に集中して取り組めているとい

う様子も見せてもらいました。本当にありがたいなということを、学校の先生もおっしゃっ

ていました。

３０人学級は、今、小学校１年生、２年生、中学１年生、幼稚園もですけれども、実施を

されていますが、今後さらにすべての学年を対象として３０人学級が実施できるようにして

もらいたいと思います。この問題は、国の方でも今３５人学級ということで検討されている

ようです。また、いきいきプランの充実についても繰り返し求めてきたように、人数や時間

数、また待遇についても、まだ改善する必要があるかと思います。また、加配教員について

は、県の方に強く働きかけをしてもらいたいと思っているわけですが、どうでしょうか。

○学校教育課長（髙橋祐二君） お答えいたします。

学校いきいきプランの充実につきましては、支援員の労働環境条件のために、今年度から

通勤手当や失業保険、年次有給休暇をつけております。また、現在、各小・中学校に１名程

度、合計２３名の支援員を年間１，１５５時間配置しておりますが、特別な支援を必要とす

る子どもが多数おりまして、さらに支援員を必要としている学校が多いことから、関係各課

と協議しながら、学校いきいきプランの一層の充実を図ってまいりたいと考えております。

次に、県が配置します加配教員につきましては、本年度、各学校から合計３７名の要望が

ありました。それに対しまして、現在、別府市内の小中学校に３２名を配置しております。

よりきめ細かな指導の充実という点から、加配教員の増員に対しましては、３０人学級の実

現とともに今後とも県に要望してまいりたいと考えております。

○１１番（猿渡久子君） 家庭との連携も大事だということが、先日の議会でも言われていま

したけれども、やはり学校に行ったときも、校長先生もやはり家庭に生活リズムとかいろん

な面で働きかけていくことで随分家庭との協力が図られていく中で、子どもたちも落ちつい

てきたというふうなことを言われていました。その点も大事な問題だと思います。私たちも

日本共産党としましても、国に向けて、あるいは県に向けても今後とも働きかけをしてまい

ります。市からも、さらに働きかけを強めていただきたいと思っております。

では、二つ目の就学援助の充実について。

これも繰り返し質問してきた問題ですが、まず２２年度、今年度の就学援助を受けている

児童・生徒の数ですね、小学校、中学校別の人数、全体に対するその割合について答弁をし

てください。

○学校教育課長（髙橋祐二君） お答えいたします。

小学校では７６１名で、全体の１４．０％、中学校におきましては４８１名で、全体の１

７．１％でございます。

○１１番（猿渡久子君） これは人数的にはそうここ数年大きく伸びているというわけではな

いのですけれども、全体の生徒数、児童数が減っていますので、パーセントとしては年々伸

びてきていますね。私はメモをしていますけれども、平成１６年のときに、小学校で１１．

５５％、中学校で１３．０８％というふうに記憶していますが、かなり伸びてきています。

それだけ、生活が大変な家庭がふえているということのあらわれだと思います。

就学援助について、この支給の拡大がされている、対象が拡大されていると思うのです。

国の方から通知が来ていると思いますけれども、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費が追

加をされているわけですが、その点、市として拡充をすべきと思うのですが、どうでしょう

か。

○学校教育課長（髙橋祐二君） お答えいたします。

平成２２年４月１日付けで大分県教育長、教育財務課長より、要保護児童生徒援助費補助
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金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の一部改正について通知が参っております。

要保護児童生徒援助費のうち補助対象費目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費が追加さ

れた旨の通知がございました。要保護児童生徒援助費は、生活保護を受給している世帯の児

童・生徒が対象になっております。本年度までは修学旅行費を本市就学援助費から支給して

おり、その支給額の２分の１が国庫補助対象になっております。ただし、今回のクラブ活動

費、生徒会費、ＰＴＡ会費は、すでに生活保護費の教育費にて支給対象となっており、重複

支給はできませんので、要保護児童生徒は支給対象にはなりません。

また、今回の通知では、準要保護児童・生徒に関しては記載がございませんでした。これ

は、準要保護児童・生徒に対して行う就学援助に要する経費の国庫補助につきましては、平

成１７年度より廃止され、現在は普通交付税の対象になっておりますが、支給決定等は各市

町村の裁量にゆだねられているところでございます。

教育委員会といたしましては、今回の一部改正に伴い準要保護児童・生徒の就学援助費の

補助対象費目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を追加することにつきまして、この景

気低迷が長引き、経済的に厳しい家庭に対し行政の支援が必要であることは十分認識してい

るところでございますので、関係各課と十分協議・検討してまいる所存でございます。

○１１番（猿渡久子君） 支援の必要性は十分認識しているということですので、やはり そ

の子どもたちの置かれているそういう経済的な環境というのも、子どもの生活に大きく影響

を与えていると思うのですね。そういう点でぜひ準要保護の生徒さんに対しても支給をして

いただきたいというふうに思います。これは、申請が必要な制度ですから、申請についても

広く周知をしっかり保護者の方にしていただきたいということをお願いしておきます。

教育の三つ目の問題に移ります。幼稚園・小学校の扇風機やクーラーの設置についてとい

うことで上げております。

熱中症が、今大変問題になっております。９月になっても大変暑くて、学校で熱中症にな

って救急車で生徒さんが運ばれたとか、そのような報道もされています。ことしの夏に熱中

症での死亡が５００人を超えたという報道もありました。そういう中で、私は６月の議会で

も議案質疑でこの問題を若干取り上げましたが、幼稚園や小・中学校の生徒にとって、扇風

機もない教室がまだまだたくさんあるわけですね。そういう中で早急にこの扇風機は早く設

置しなければ、熱中症になったりしたら大変なことになりますので、早い設置が必要だと思

うのです。

まず、現在の扇風機の設置状況について、答弁をしてください。

○教育総務課参事（井上 忍君） お答えいたします。

現在の設置状況は、中学校におきましては、夏休みの学習教室などへの対応として、普通

教室への扇風機の設置を考え、平成２１年度より計画的に行い、今年度は中部、北部中学校

の普通教室に夏休み前に設置を完了いたしました。来年度、朝日、東山中学校を予定してお

り、来年度平成２３年度にはすべての中学校の普通教室に扇風機の設置が完了する予定です。

小学校におきましては、校舎の耐震補強工事により窓がなくなった教室には、通風を考慮し

扇風機を設置しています。また、中央小学校のように交通量の多い学校には、騒音対策のた

め窓の開放ができないとか、石垣小学校のように夏には朝日が当たり朝から暑いというよう

な東向きの校舎には扇風機を設置しています。幼稚園につきましては、９園の幼稚園の園児

の集まるホールには扇風機の設置が完了しています。

○１１番（猿渡久子君） 私が先日授業を見せてもらったときには、そこの学校には扇風機が

設置されていまして、やっぱり扇風機があると風の流れができますから、全然違うのですよ

ね。だから、本当に早く設置をしなければいけない早急な課題だと思います。

小学校、幼稚園の扇風機がまだ設置されていない教室、普通教室の数と、そこに扇風機を

設置したらどのくらいの金額でできるのか、その予想額ですね。幼稚園はホールと保育室の
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数で想定される予算額を教えてください。

○教育総務課参事（井上 忍君） お答えいたします。

小学校の扇風機の設置されていない普通教室数は約１６０教室、現在での想定予算額とし

ては１，７６０万円が見込まれます。また、幼稚園のホールは６カ所、園児室は約１６室、

想定予算額は３６０万円、小学校、幼稚園合わせて約２，１２０万円が見込まれます。

○１１番（猿渡久子君） これからますます温暖化が進んでいくことが予想されるわけで、将

来的にはクーラーの設置も見通した計画が必要だと思います。そういう中で、せめて扇風機

ぐらいは来年の夏に間に合うような早急な取り組みが必要だと思うのですが、どうでしょう

か。

○教育総務課参事（井上 忍君） お答えいたします。

平成２３年度には、中学校の普通教室棟の扇風機を設置が終わります。小学校の普通教室、

幼稚園のホール及び園児室につきましても、計画的に早期に扇風機の設置を行うよう努力し

たいと考えています。

○１１番（猿渡久子君） 残る教室で２，１２０万円という額が答弁されましたが、それほど

大きな額ではないと思うのですね、子どもたちの安全、環境にとって。ぜひ早急な対応を重

ねて要望しておきます。

では、次の問題に移ります。自校方式の学校給食と食育の大切さについて。

今、子どもたちの食生活の乱れが言われています。欠食、特に朝御飯とか食べないとか、

ひとりで御飯を食べるとか、肥満の問題とか、逆にやせ過ぎの問題とか、いろいろな問題が

指摘をされているわけですね。生活習慣病とかいうことも子どもたちにも問題になるぐらい

で、大変喫緊な課題だと思うわけです。

私は、２００４年だったと思いますが、共同調理場と小学校の給食室で仕事の体験をさせ

てもらったことがあります。今度も９月２日、２学期になってから南立石小学校で給食の仕

事を体験させてもらいました。事前にきちんと検便もしないと給食室に入れませんので、検

便もして、白衣なども借りて一緒にちょっと仕事を手伝わせてもらいました。夏休み中にも

いろんな食育の取り組みがありまして、栄養教諭や学校栄養士、調理員による食育活動の取

り組みというのが南小学校でありました。それにも参加させていただいて、そのときは試食

もさせてもらいました。子ども料理教室、夏休みの子どもを対象に子どもたちと一緒に料理

をつくるという取り組みも毎年いろんな学校でされていまして、これにも参加させてもらい

ました。皆さん、大変熱心に調理員さん、栄養士さんが取り組まれているということに感心

をしました。ケーブルテレビでも、食育の取り組みが放送されたりしています。

そこで、別府市の学校教育における給食の食育の推進、その内容について、まず伺いたい

と思います。

あわせて、小学校の単独校全体で何食の給食をつくっているのか、中学校の共同調理場で

何食つくっているのか、その食数についてもあわせて答弁してください。

○スポーツ健康課長（赤峰幹夫君） お答えいたします。

まず、議員お尋ねの市内１４校単独調理場の１日の合計調理数でございますが、６，３８

３食、中学校共同調理場の調理数は３，０９０食であります。これは平成２２年５月１日の

学校基本調査における児童・生徒数、職員数をベースにした現状の数値でございます。

次に、学校教育におきます学校給食と食育の推進でありますが、成長期にある子どもたち

にとっての健全な食生活は、健康な心身をはぐくむために欠かせないものであると同時に、

将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすものであるだけに、極めて重要であると認識して

おります。

食育の推進につきましては、平成１７年７月に食育基本法が施行され、学習指導要領にも

示されるなど、学校におきましても教育活動全体で食に関する指導の充実を図っていくこと
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が求められております。

別府市におきましても、食に関する指導を進める上で、給食の時間はもとより学級活動、

学校行事、教科、道徳、総合的な学習の時間など学校教育活動全体を通して行われるよう、

年間指導計画を作成するとともに、教諭と栄養士、給食調理員が連携・協力しながら積極的

に食育の推進に取り組んでいるところでございます。

○１１番（猿渡久子君） 別府市は、すべての学校に栄養士さんが配置をされているというこ

とで、県下でもまれだというふうに聞いております。大変充実された取り組みがそういう中

でされていると思うのですね。給食は教育の一環であり、食は文化だというふうにも言われ

ています。

私が南立石小学校で体験する中で、やっぱり子どもの顔が見えて、子どももつくっている

先生たちの顔が見えて、そういう中でつくっているにおいがしてきたり、きょうはこんなの

よ、食べてね、おいしいよと言いながら、子どもたちがとりに来る。食べている様子も見に

行ったり、やっぱりそういう自校方式のよさというのを非常に実感しました。南立石小学校

は、ウズベキスタンから来ている子どもさんがいるそうで、２学期から来たということで、

全然日本語がわからないのですけれども、宗教上、豚肉がだめだということなのですね、エ

キスも含めてだめだと。そういう中でやっぱり今アレルギーの子どもさんもふえていますし、

そういう一人一人の子どもの状況に合わせた給食というのも努力をされていますね。それも

自校方式ならではですね。共同調理場では、そのような対応は無理ですね。もちろん共同調

理場でも手の込んだ本当においしい給食をつくっているのですけれども、子どもたちが、小

学校のときの方がおいしかったというふうに言うそうで、やっぱり小学校の自校方式の給食

にはかなわないと思います。

私が７月２９日の南小学校であった食育の取り組みにも参加したときに、やはり手づくり

の人形劇をしたりとか、そういうこともやっていまして、いろんな努力をしながら食の大切

さというのを子どもたちに伝えていっている、そういう姿も見ました。

自校方式の食育の取り組みについて、何か具体的なものを紹介していただければと思いま

すが、どうでしょうか。

○スポーツ健康課長（赤峰幹夫君） お答えいたします。

別府市における小学校１校１単独調理場方式は、その方式自体が食育を推進する原点であ

り、食育の基本であると考えております。つくる側と食べる側の姿がお互いに見えることが、

食に対する安心感を与えますとともに、食育を進めていく上でも何よりも重要であるという

ふうに考えております。また、毎日過ごす学校の中に直接食事をつくる場があるということ

自体が、子どもたちにとっては食そのものを五感を通して学ぶことができる生きた教材とな

っています。

食に関する指導については、各学校とも教諭と栄養士が中心となって食育の全体計画や指

導計画を立て、実践的な取り組みを行っております。特に別府市では、自校方式だからこそ

可能である給食調理員と連携した食育活動が積極的に展開されています。具体的には、栄養

士や調理員が給食の時間に教室を回り、子どもたちと直接会話をしながら給食指導を行った

り、給食を題材とした交流会を行ったり、また集会等で栄養士が体と栄養素についての話を

するなど、専門的な立場からの指導も行っております。

このように子どもたちと積極的にかかわる中で、さらに食が豊かなものになるとともに、

体と、そして心の栄養たっぷりに、健やかで豊かな人間性と、よりよい人間関係がはぐくま

れるものと考えております。

このことからも、議員御指摘のとおり食は文化であると同時に、食育という教育的視点が

重要であります。子どもたちに食に対する正しい知識と望ましい食習慣の形成のためにも、

また豊かな人間性を目指す食育の推進を図る上でも、自校方式が果たす役割は極めて大きい
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ものがあると考えております。

○１１番（猿渡久子君） 議長に事前に許可をいただいておりますので、ちょっと資料を示さ

せていただきたいと思います。これは、学校から借りてきました。給食の先生たちがこうい

うふうに食育の取り組みで「給食室だより」ということで給食室の前に張り出したり、ここ

の学校では「見て、さわって、食育ボックス」ということで、これの下に矢印をして、机の

上に実物の食材を置いて、それを見たりさわったり、におってみたりしていいよということ

でしているのですね。この号は、チリメンジャコを取り上げているのですが、地産地消で県

内のいろんな食材を取り上げて、きょうは丸ごと大分県産の日ですとかいう日もあったりし

ますよね。これは、「チリメンジャコの秘密」と書いてありますので、ちょっと紙芝居では

ないですけれども、読んでみたいと思います。

「チリメンジャコは、頭からしっぽまで丸ごと食べられてカルシウムたっぷりです。カル

シウムの吸収を高めるビタミンＢやマグネシウムなどのミネラルもたっぷりです。骨を強く

するだけではなく、いらいらの防止にもなりますよ」と書いてあります。「チリメンクイ

ズ」。毎月、これ、ここの学校はクイズも載っていまして、「チリメンはどの魚の赤ちゃん

でしょうか。１、タイ、２、ブリ、３、イワシ」。（「イワシ」と呼ぶ者あり）（笑声）ピ

ンポン、正解です。今、「イワシ」という声が出ましたけれども、私も知らなかったのです

が、調べていただいたら、イワシだそうです。知りませんでした、実は。毎月こんな形でい

ろんな食材を取り上げて、この月はヒジキ、この月はキュウリというふうに、いろんな県産

材の食材なんかを取り上げて、こんなに栄養があるのだよ、食べようねということで、食育

の指導をしているということなのですね。

これは、共同調理場がつくっているのも借りてきたのですけれども、共同調理場ではこう

いう「ぱくぱく通信」というのをつくって、カラーでつくっていますけれども、写真もたく

さん載せて各学校に配布をしたりしているようです。やっぱり単独調理場の自校方式が、非

常にきめ細かな指導ができるなというのを感じるわけです。学校の調理員さんたちが食べる

様子も見に行ったり、校長先生が、あの調理員さん感心したのよと言って紹介されたのが、

ウズベキスタンの子が食べられない物があるので、豚肉とかあるので、家から持ってくる物

もあったりするわけですね。調理員さんが、言葉はわからないけれども、ちょっと味見させ

てと言って、ちょっと味見させてもらって、ウズベキスタンの子の食生活というのを自分が

学ぼうという、そういう姿勢に感心しましたということを校長先生から聞きました。そうい

う姿勢を持って取り組んでいるわけです。その食べる様子を見ているから、つぎ分けるとき

に何年生はよく食べるからなといって量をかげんするという、そういうこともしている様子

も見て、さすがだなと思ったわけです。

この日は米飯だったのですが、先日ありましたように中央小学校では、学校で炊飯器で炊

いて出すわけですが、ほかの学校はライスセンターからボックスで来るわけですね、クラス

に一つずつのボックスで。きょうはちょっと時間に余裕があるから、お握りにしてあげよう、

お握りにしたらよく食べるからといって、１年生と２年生まできょうはお握りできたねとい

うことでお握りをしてあげて、私も一緒に手伝ってしたのですけれども、そういうふうに配

慮してあげています。

それとか、この日は澄まし汁だったのですが、本当にたっぷりの昆布とたっぷりのカツオ

でだしをとって、何かぜいたくで、子どもたちは幸せだなと思ったのですけれども、具もち

ょろっと浮いているのではないのですよね。ニンジンに麸にネギにワカメに豆腐と、もうた

っぷりの具が入って、本当に愛情込めてつくるわけですね。そういう本当に顔が見える、子

どもたちの様子も手に取るようにわかる。

感心したのが、このクラスは何年何組というのが、調理員さんが顔を見てわかるのですね。

子どもの顔を見てもわかるし、先生の顔を見てもわかるというのが、ああ、もうそんな関係
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になっているのだなというのに感心しました。調理員さんが先生に、このごろ、あの子元気

がないけれどもというふうに声をかけてくれたりするということも言っていましたね。だか

ら、もう学校全体で本当に、さっき課長が言われたように子どもたちを育てているというの

がよくわかりました。教育の専門家の方に聞いても、教室での先生だけではなくて、それ以

外の保健室とか給食室とか用務員さんとか、そういう大人たちの存在というのが、子どもた

ちの教育にとって本当に大事なんだってということもお聞きしているわけです。

そういう中で、やはりコスト論だけで合理化を進めていくというのではなくて、単独校方

式での給食を将来的にもずっと続けるべきだというふうに考えますが、教育委員会としては

どのように考えていますでしょうか。

○スポーツ健康課長（赤峰幹夫君） お答えいたします。

別府市では、心身の成長発達の著しい小学校時期における教育的配慮から、子どもの視点

に立った学校給食の適切な運営実施を基本理念に、単独調理場方式を維持・継続する方向で

取り組んでまいりました。これは平成１６年２月４日に別府市学校給食運営検討委員会から、

学校給食運営のあり方が示され、安心・安全でおいしい給食の提供や食育推進の観点から、

小学校は単独調理場方式として運営していくという建議の提言に基づき方針を定め、その取

り組みを進めているものであります。

学校給食が子どもの体位の向上、食生活の改善に大きな効果があるだけでなく、和やかに

楽しく食事をするという生活の場であるとともに、協力、奉仕の精神の涵養、感謝の心、郷

土食による地域を愛する心の育成など、多様な教育的効果も期待することができるものであ

るだけに、生涯にわたって健康に過ごすための食生活や食習慣の基礎を構築するためにも、

学校給食を教育活動の一環として明確に位置づけ、食育の推進と自校方式の特色やよさ等を

しっかりと関連させながら、積極的に取り組みを進めていくことが重要であるというふうに

考えております。

今後におきましても、学校給食が果たす役割を十二分に認識し、小学校単独調理方式を維

持・継続するとともに、安全で安心して食べられる、おいしい給食の提供に努めてまいりた

いと考えております。

○１１番（猿渡久子君） 別府市では、これまで一度も食中毒を出していないそうですけれど

も、当たり前のことと言えばそうなのですが、やはりそのためには大変な努力をしています。

ここまで気を遣うのかというぐらいにすごく衛生面でも気を遣っていますし、今後ともやは

り単独校のよさを大いに発揮して、継続していただきたいと思います。

では、次の問題に移ります。ひとり親家庭の医療費助成制度と重度障害者医療費助成制度、

この改善についてです。

大分県は、償還払い方式ですね。一度立てかえて、手続きをすれば、後で振り込まれると

いう償還払い方式をこの医療費助成制度でとっておりますが、全国的にはかなり立てかえの

必要がない現物給付方式が広がっていると思うわけですけれども、まずその全国の状況はど

うなっていますか。答弁してください。

○次長兼保健医療課長（伊藤慶典君） お答えいたします。

全国の現物給付を実施している都道府県の状況ですが、ひとり親家庭医療助成が２８都道

府県、割合にして約６０％、重度医療につきましては、２１都道府県、率にして４５％とい

うことになっております。

○１１番（猿渡久子君） これも以前から繰り返し質問をしてきた問題で、県や国に向けて働

きかけをしているというのはよく知っているのですけれども、やはりこれは何とか改善した

いと思うのですね。

私に相談があったある方は、目が悪くて書けないのですね、書類が。自分の名前を書くの

も、なかなか書きづらいわけですね。手続きをお手伝いしたりしています。郵送でもできる
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からヘルパーさんに頼んでも、と言うけれども、やっぱりヘルパーさんに頼むのも時間の関

係があったりして、なかなか頼みづらかったりするのですね。これは病院ごとに、月ごとに

書くわけですよね、書類を。私、この間、何カ月かたまってしまって、がばっと領収書を預

かっていって、カウンターにわあっと広げてやっていたら、こんなにためておったのですか

ということになったのですけれども、何個も病院に行ったりしますよね、眼科と何とかかん

とかと、三つぐらい行くと、３カ月ためたら９枚ということになるわけですね。とにかく今、

１００年に１度と言われる不況の中で生活が大変な実態が広がっているので、国に向けても、

県に向けても働きかけてもらいたいと思うのですね。

大分県は、子育て満足度日本一を目指すというふうに言っているわけですから、そうであ

れば、ぜひ。他県でもしているわけで、過半数のところがひとり親家庭の医療費助成制度な

んかは現物給付にしているのですから、ぜひとも現物給付にしてもらいたい。本来、これは

国の制度としてするべきだと思いますので、国の制度とするように働きかけてもらいたい。

これは私たち、最終日に意見書としても提出を予定しておりますけれども、市としてもこれ

は働きかけてもらいたいと思うのです。その点どうでしょうか。部長、この３月まで児童家

庭課長でもありましたし、その辺の状況もよく御存じかと思いますが、いかがですか。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（藤内宣幸君） お答えをいたします。

この制度は御承知と思いますけれども、県の助成制度でございます。とりわけひとり親家

庭の医療の受給者にとりましては、生活困窮者が多いというふうに私どもも十分認識をいた

しております。この問題は、以前から懸案事項となったおりましたので、以前から別府市と

いたしましても、県の方に、償還払いから現物給付にできないかという要望はいたしており

ます。ことしの４月、県主催の福祉保健部部長会議並びに課長会議がございました。その席

の中で私は、県の方に現物給付にならないかということを発言いたしました。県の方の見解

につきましては、今年度も償還払いでということでございました。今年度にあと県下の福祉

事務所長会議もございますので、またその席の中で別府市として、もう大半の、半分近く他

県が実施している状況もございますので、引き続き県の方に要望をしていきたいというふう

に考えているところでございます。

○１１番（猿渡久子君） これを現物給付にするには、制度をシンプルにする必要もあるかと

思うのですけれども、そこら辺も含めてぜひ前向きにいくといいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

では、次の、市長など特別職の退職金の引き下げについて。

これも私、もう１０年ほど前から、１期目のときから繰り返し取り上げてきた問題です。

市長選挙のたびに退職金が出されるわけですけれども、この特別職退職金大幅引き下げを繰

り返し求めてきました。

まず、市長、副市長、教育長、水道局管理者の退職金の４年分の金額と率について教えて

ください。改めて答弁していただきたいと思います。

この秋に特別職報酬審議会を開くというふうに答弁してきたわけですが、具体的な開催時

期はいつを考えているのか、あわせて答弁してください。

○次長兼職員課長（釜堀秀樹君） お答えいたします。

特別職の退職金につきましては、条例に基づきまして、給与月額に定められている割合及

び在職期間の月数を乗じた額となっております。

現制度でございますが、それで退職４８月、４年間で計算いたしますと、市長につきまし

ては２，６１９万４，６５６円、副市長では１，４９９万１，３６０円、教育長では５９５

万２，０００円、水道企業管理者では５８５万６，０００円となっています。

また、特別報酬審議会の開催時期はいつかということでございますが、現在、開催に向け

ての準備をしておりまして、１１月初旬の開催を予定しております。
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○１１番（猿渡久子君） 率は、市長が１００分の５８、副市長が１００分の４０、教育長と

水道局管理者が１００分の２０ということで間違いないですね。はい。

やっぱり市民感覚からすると、もう本当に高過ぎるのですよね。これはもう前からずっと

指摘してきて、幾らか引き下げられたのですね。昔は１００分の７０という断トツに高い率

ではないか、おかしいではないかということで繰り返し言ってきまして、１００分の５８に

下がりました。しかし、この１００分の５８という率は、県下最高です。金額でいったら、

給料が大分市は高いから、大分市の方が高いのですけれども、大分市は、条例上は率が１０

０分の６３ということになっています。でも、よく聞いてみますと、大分市に直接電話して

聞いてみましたけれども、大分市は、支給するたびに議会に議決を求めている。１９年度に

支給する際に１００分の５６．７というのは１０％カット、１０％カットで議会の議決を受

けて、１９年度にこの率で支給したということなのですね。

類似団体の資料も手元にありますけれども、全国の２５の類似団体でも、これでも最高の

額なのです。金額でいって最高です。平均が約１，８２０万円、別府市が２，６２０万円で

すから、こんなところはないのですよ。東村山市で６６０万円、大阪・箕面市で７４３万円

という市長退職金になっています。

大分県のほかの市を見ましても、１００分の５０、１００分の４５とか１００分の４１．

６とか、こういう率になっています。給料に月数を掛けて率を掛けるわけですから、１００

分の５０というと、４年間でいったら２年分の給料額が退職金として出されるということに

なるわけですね。だから、別府市の場合、２年分以上の金額になるわけですね。

市民の生活状況はどうかというと、先日からずっとありますように、国保税は全国トップ

クラスの高さ、市民所得は県下最低クラス、県下で下から２番目、１人平均で１８９万円で

しょう。就学援助もさっきありましたように、中学生で１７％の子どもが受けているという、

本当に別府市の市民生活の実態は大変なのですよ。それは、もう市長もよく御存じのとおり

です。

そういう中で市長の退職金だけが全国トップクラスに高いというのは、もうおかしいでし

ょうというのが、市民感覚ですよ。「市民の目線」と言うなら、やはり市長みずから引き下

げるべきでしょう、引き下げを、そういう方向を示すべきでしょうということをずっと私は

質問してきました。

６月の議会のときに、２６番泉議員の質問に対して市長がこう答弁しています。「昨今の

経済情勢、さらには物価状況等々を考えたときに、削減の方向で今秋にまた審議会を開きま

すが、その中で削減という方向で審議がなされていくのではないかなという思いは持ってお

ります」、こう答弁されています。私はこれを聞いていて、何かこう、人ごとのような言い

方だなという気がしてならなかったのです。あいまいでわかりにくいなという思いもありま

す。

さっき、熱中症が大変な中で、小学校や幼稚園の普通教室に扇風機を全部設置するのに幾

らかかるのかと言ったら、２，１２０万円という答弁だったのですね。来年の夏までに早く

設置してもらいたいと言うけれども、「そうします」という答弁には至らなかったわけです

ね。「計画的に、早急に」という答弁だったのです。やはりその２，１２０万円という扇風

機を設置する予算にも、その財源確保に苦労しているという実態があるわけですね。そうい

う中でやはり「市民の目線」と言うなら、市長みずからやはり今のこの状況の中で、市民の

生活の置かれている状況がある中で、大幅引き下げを明言していただきたいと思います。審

議会に審議を求めるということをずっと言っているわけですけれども、白紙で審議していた

だくのではなくて、やはりそういう大幅引き下げという方向を示していただきたいと思いま

す。

それと、４月１日実施など、今度受け取るときには引き下げた金額で受け取るということ
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が必要だと思います。前回引き下げたときには、５月１日という施行期日でした。だから、

市長が退職をして、前回は１期４年間の中で３，０９６万という引き下げる前の金額で退職

金を受け取って、選挙が終わった５月１日から４年間で２，６２０万という退職金の額にな

ったという経緯ですね。そういうことは市民から見たら、やはりおかしいです。何でそんな

ことするのか、おかしいではないかということになります。そういうことは、やっぱりせぬ

方がいいと思います。

その点で市長のお考えはいかがでしょうか。これ、部長や課長では答弁できないと思うの

ですよ。市長の答弁をお願いしたいと思うのですが、いかがですか。

○総務部長（中尾 薫君） 総務部長ではどうかということでございましょうが、お答えさせ

ていただきます。

なぜ今こういうふうな形で特別職報酬等審議会ということを常々言っているかということ

でございます。昨今、他の市では市長の退職金をみずから下げたりする事例もございます。

確かにそれはおわかりですが、例えば市長という職は、一人の今の現職だけではございませ

ん。別府市の市長の職をどういうふうに評価し、どういうふうに位置づけるかということが

まず必要でございます。だから、そういう意味では引き下げをみずからしたところにおきま

しても、自分の職にある限りという事例もたくさんございます。それは自分の思いと長とい

う、市長という職をどう見るかという意見の関係であろうかと思います。そういう点では、

別府市は今まで議員の報酬もそうですが、市長の報酬等についても類似団体それから県内、

別府市の状況等を踏まえながら、第三者で立ち上げる特別職報酬等審議会に意見を求めて改

定を行うという原則を行っております。また、その条例の中の３条にも……（「簡潔に答弁

してください」と呼ぶ者あり）はい。そういうふうなことで、第三者的にやっているという

ことでございます。どうぞ御理解をいただきます。

○市長（浜田 博君） お答えいたします。

何か他人事のような答弁だという御指摘もありましたが、決してそういう思いではござい

ません。これまでも何度も御説明を申し上げましたが、市長個人が自分の退職金や報酬等を

勝手に上げたり下げたりする性質のものではない、すなわち私、浜田個人が特別職のいわゆ

る見解で、私の見解で特別職の報酬を決めるという性質のものではないというのが、私の基

本的な考えでございます。今秋に開催される予定の特別職の報酬審議会において、私は公正

に審議されるもの、このように思っております。しかしながら、別府市の経済状況、別府市

民の実態、さらにはいろんな経済状況を踏まえますと、今回の報酬審議会においては、その

退職金の問題は、前回に続いて私は削減される方向で検討されるのではないかなというふう

な感じを持っているということを前回は答弁をさせていただいたということでございます。

○１１番（猿渡久子君） 言われること、私は今までも言ってきたのですよ、自分の任期中だ

け半額カット、そういうところをしているところもありますよと。宇佐市の条例も持ってい

ますけれども、附則で、今任期中に限ってもともと１００分の５０という市長の退職金を、

さらにその額から１００分の５０にする、半額カットするということをしているわけです。

そういうことでもいいではないかということで、私は今までも言ってきたのです。だから、

例えば報酬審議会で出てきた数字、それを今度市長が条例で提案するときに、自分の任期に

限っては半額カットしますよとか、そういうことだってあり得ると私は思うのですね。だか

ら、それは次の市長になったときにどうかという、それはわかります。だから、今任期中に

限ってというやり方もあります。ですから、せめて半額カットというのが市民感覚ではない

かなと私は思っています。本来ならば、やっぱり市長がそういう方向を明言された方がいい

のではないかなというふうに、格好いいのではないかと私は思っていますけれども、審議会

にという答弁でした。

では、次の問題に移ります。中心市街地活性化、観光まちづくりについて。
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近鉄デパート跡地についてということで上げております。

これは、私はこれまでも繰り返し、今度の議会で４回目ですよ。昨年の１２月からずっと

この問題で質疑しているのですけれども、昨日の１０番萩野議員の質問に対して、何か支援

ができないかということで、前回と同じような答弁を繰り返しました。これは国交省の優良

建築物等整備事業補助金、この制度で市も補助できないかということをずっと言っているわ

けですね。

私は、それはおかしいでしょうと言ってきたわけです。これはもう答弁を求めてもまた同

じ、繰り返しになるので答弁を求めません。求めませんけれども、やっぱり本当おかしいで

すよ。

この補助金は、先進地やモデル性のあるようなところに出されるものなのでしょう。それ

は近鉄跡地の、本多産建さんのマンションには当てはまらないと思います。市民の理解が得

られるか。きのうも、１，０００人規模の居住人口増云々と言っていましたけれども、実際

にそこまでいくかというと、難しいと思うのですよ。だから市民からも、税金つぎ込んだけ

れども何かいと言われるようなことになっては困るわけで、市民の理解を得られない。税金

で補助すべきではないということを重ねて申し上げておきます。

前回のときにも、市長が、もうこれ、本多産建さんにずっと期待を持たせるようなことを

して、後からやってできんわというのは失礼ではないですか。市長が、もう補助できません

ということで明確に決断すべきではないですかと申し上げたのにもかかわらず、この答弁で

あることが残念です。

では、次なのですが、基本計画の見直しの問題。

これは６月の議会で、基本計画の見直しを進めるという答弁だったのですが、何か具体的

に進んでいる中身、具体的に言えるものがあれば答弁していただきたいと思います。もうな

ければいいですけれども、時間がないので。

○次長兼商工課長（永井正之君） では、一言簡潔に答弁させていただきます。三言ぐらいに

なりますけれども……。

内閣府の方と協議をしていまして、来年の３月に変更認定を受けたいなということで今進

めています。ということは、逆に言いますと、ことしの１２月末ぐらいまでには計画案を内

閣府に提示しなければなりません。そこで、今いろいろな民間事業の掘り起こしを行ってい

ます。まだまだ、民間事業者側の都合によりまして、まだ公表できるまで煮詰まっておりま

せんので、公表は差し控えさせていただきたいと思います。

○１１番（猿渡久子君） これまでも、経済状況が悪いから云々というふうなことをよく言っ

てきたし、民の意欲がポイントなのだというようなこともずっと答弁の中でありましたけれ

ども、経済状況が悪いからこそどうするのかという知恵の出しどころ、そこが問われている

と思うのですよね。

そういう中で、私は３月の議会のときに中心市街地で子育て支援の出前保育みたいなもの

ができないかというふうに提案しましたら、これが実現をしまして、８月２４日と９月１日

でしたか、２回、空き店舗を改修したプラットホーム１で出前保育が実施されました。「ウ

キウキ！わらべ宅配便」ということで、１回目は１２組２９人、２回目は１５組３６名の親

子が参加しています。私も２回目に顔を出してみましたけれども、保育士さんたちが、この

御近所で何かお昼を食べたりお買い物をしたりしてくださいねというふうに、やっぱり商店

街の活性化を本当にそこを中心に据えてといいますか、しっかり意識して働きかけをしてい

ただいているので大変ありがたいと思いました。お昼を商店で買って食べたり、帰りにお買

い物をしたり、そういう姿もあったようです。私が話した方は、たまたま通りかかって初め

てその出前保育、子育て支援に参加したとおっしゃっていました。うれしいなと思いました。

やはり、そういう保育士さんたちの取り組みに、全庁的に学んでもらいたいと思うのです。
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ＯＮＳＥＮツーリズムを強調されていますが、ＯＮＳＥＮツーリズムと言うなら、やはり全

庁的にやっぱりそういう取り組みを考えて進めてもらいたいな。やはり今行政もそこに知恵

を出して支援していかないと、なかなか民の力と言っていたって、ならないからこういう計

画を立てていると思うのですね。

以前も言いましたけれども、中学生、高校生を対象の何か共通的なものができないかとも

思います。さらに言うなら、私は中心市街地に児童館あるいは児童センター的なものが欲し

いなと思っています。というのは、全市的に本当は欲しいのですけれども、今、全市的な子

どもたちが通える状況にはなっていないですね。中心市街地だったら、中学生、高校生なら

バスで全市から来ることができるので、そういう場所も必要だというふうに思っています。

また、前回も言いましたが、ストレッチ教室ですね、ゆったりストレッチ教室が大変好評

ですので、そういうものもプラットホーム１とかああいうところに持っていったらどうなの

かな、いいのではないかなというふうに思ったりするわけですが、教育委員会はどうですか。

○教育次長兼教育総務課長（豊永健司君） お答えいたします。

中心市街地活性化に向けた具体的な取り組み計画につきましては、教育委員会としては今

のところございません。御指摘の子ども居場所づくりにつきましては、商店街の活性化ある

いは交流の場として大切な場所だとは思っております。

このような中、今、議員さんの御指摘があったようなスポーツ健康課で実施しております

ゆったりストレッチ教室は参加者には大変好評であり、また多くの方々の参加をいただいて

いるところでございます。中心市街地のスペースを活用して実施の可能性もあるのではない

かと考えております。いずれにいたしましても、先ほどの子ども居場所づくりとあわせて、

今後関係課と協議しながら、具体化できるような形で検討してまいりたいと考えております。

○１１番（猿渡久子君） ぜひ、早い時期に実施してもらいたいと思います。ほかにもいろい

ろ考えられると思うのですよ。例えば内成の棚田米とか、そういう農産物をＰＲするような

ものとか、それとかリサイクルの環境学習の出前講座、こんなものなんかも考えていいので

はないかなと思ったりしますが、生活環境部長、いかがですか。

○生活環境部長（亀井京子君） お答えいたします。

環境課におきまして、啓発活動の一環としてリサイクルセンターでやっております出前講

座を町中でやれると思っております。

○１１番（猿渡久子君） ぜひ全庁的に、そういう取り組みを考えてもらいたいと思います。

時間がなくなってきましたが、フードコード的な食べ歩き的なものができないかとか、い

ろいろ提案してきたのですが、そうですね、その辺、ぜひ具体化していただきたい。要望し

ておきます。

観光にとって棚田を生かすということが、一つの大きな手だと思いますが、その点はどう

でしょうか。

○観光まちづくり課長（松永 徹君） お答えいたします。

今おっしゃった内成の棚田でございますが、日本の棚田百選にも選ばれております。美し

い景観だけではなく、規模も広範囲にわたりまして、さらに市街地から比較的近距離にある

ということですので、全国的に誇れる棚田であると認識いたしております。

御指摘の点につきましては、棚田の保全それから観光、それからまちづくりの振興といっ

た要素、また農業振興にも関係してくるのかなというふうに考えております。関係課と協議

して検討してまいりたいというふうに思っています。

○１１番（猿渡久子君） 最後に市長に答弁をお願いしたいのですけれども、今後ぜひそうい

う全庁的な取り組みをしながら、いつも商店街の中で何かやっているみたいなふうに持って

いけるといいと思うのですが、市長のお考えはいかがでしょうか。

○議長（野口哲男君） 市長、時間内にお願いします。
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○市長（浜田 博君） また時間がなくなって答弁を求められたので、申しわけないのですが

……。

議員には本当にいろいろな御提言、ありがとうございます。中心市街地の恒常的な活性化

というのは、やっぱり官民の協働なくしてできないのですね。ただし、１１番議員が御指摘

・御提案をいただいた子育て支援についての町中の問題、これは本当に定期的に開催される

こととなりました。参加された皆さんの声も、生の声も聞きました。本当に私がお礼を言わ

れたぐらいで、子育てしやすいよという思いもお母さんから実際に聞きました。そういう意

味で、これから何かしらのイベントがいつも町の中で行われるような、そういう的確な情報

発信ができるような仕組みづくりをしっかりやっていきたい、こう思っています。

○１１番（猿渡久子君） ありがとうございます。今後さらにいろんな取り組みを各担当課が

考えていただけるといいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○２１番（清成宣明君） 私は、くじ運が本当にいいと思うのですが、これで最後の質問とい

うのは５回ぐらいあるかな。１番は１回ありました。もうみんなの目が、どのくらいでやめ

るのかなという、そんな視線を感じながら質問をしたいと思います。

くじ運ばかりではなくて、実は私が質問通告をしている内容は、１５番議員さん、６番議

員さん、７番議員さん、１０番議員さん、主にこういう方々がもうすでにやられております。

総括質問をさせていただきたいと思います。

冗談はさておきまして、上海の万博、観光まちづくり課長、部長、本当にお疲れさまでし

た。２８番議員が今いませんけれども、私と観光経済委員長と長野議員と議長と上海に行か

せていただきましたけれども、職員さんの夜を徹しての働きというものに、本当は２８番議

員さんが一般質問をやりたかったらしいですけれども、ちょっと都合でやめたようでありま

すけれども、くれぐれもかわりに職員をほめてやってくれということでありましたので、忘

れないうちに、ただ本人が今いないのがちょっと残念でありますけれども、後でそういうこ

とでやりましたという報告をしたいと思いますが、大変お疲れさまでありましたということ

であります。

そこで、私も上海の万博に行っていろんなことを見聞きしてきました。きょう、一般通告

してあります外国人の受け入れについてということを含めて、もうすでに多くの議員さんか

らありました。通訳のガイドの問題、それから銀聯（ギンレン）カードの問題、それから言

葉の問題、案内表示、それからいろんな情報をまた議員さんからいただきました。リピータ

ーは１０％ぐらいだよ、あるいはブログで発信したらいいのではないかとか、人気があるの

は北海道、九州だよ、インバウンド、インターネットの広告の話もありました。また、私も

これは賛成でありますけれども、カジノの誘致の話も出ました。それから医療と観光、温泉

を結びつけたらどうかという話もありました。観光専門員を雇ったらどうかということもあ

りました。日本一のものが必要ではないかという話も出ました。それから、またある議員さ

んからは、今こそ行政が先頭に立ってリーダーシップを発揮していただきたいということも

ありました。観光予算が、４億から５億というのは少ないのではないかというお話もありま

した。

これだけ出ると、もう私の質問がほぼ終わったような気がしますけれども、そうはまいり

ませんで、若干落ち穂拾いをさせていただきたいと思います。

過去、皆さんも御存じのとおり韓国からのお客さんが、２０万人を超えるお客さんが来て

くれるようになりました。これは以前、私は本会議場で申し上げましたけれども、杉乃井ホ

テルの渡邉社長は、もう本当に随分前から一生懸命努力をして、「杉乃井の渡邉」といえば、

もうソウルでは本当に有名になるぐらい努力をしていただいて、その結果、長い年月をかけ

て２０万人のお客さんが来てくれるようになったということも、私は事実であろうと思いま

す。

－２３３－



今度、５回にわたる来年度のチャーター船が入ってくるという、本当にうれしいニュース

を聞いたわけでありますけれども、スピードはもっと速くなるかもしれませんけれども、や

はりかなりの時間を要して、こつこつとやらなければならない部分も結構あるのだろうと思

います。

そこで、計画的な事業を進めていくために観光まちづくり課、あるいはＯＮＳＥＮツーリ

ズム部としては、どんな考え方で、主に観光客を呼べ呼べ、あるいは今中国がブームだぞ、

あるいはお金を落としてくれるぞという話がたくさんありましたけれども、これを事業的に、

では計画的にやっていくことについて、年月も含めてどのように大まかには考えておられる

か。来年だけではありませんよと、当然そういうことになろうかと思うのですけれども、そ

の辺のことをお聞かせいただけたらありがたいと思います。

○観光まちづくり課長（松永 徹君） お答えいたします。

まず冒頭に、先だっての上海万博のことに関しまして、おほめの言葉といいますか、いろ

いろな言葉をいただきまして、ありがとうございます。皆様方の御協力によりまして、何と

か無事終えることができました。皆様方に、心から感謝申し上げます。

さて、御質問の件でございますが、御指摘のとおり韓国からのお客様は、ここ数年、若干

の前後はございますが、おおむね２０万人程度で推移しております。長年の誘致活動の結果

というふうに受けとめております。

さて、中国からのお客様のことについては、御承知のとおり国際間また国内においても激

しい獲得競争が展開されております。迅速な対応が要求されると思いますが、その中でも時

間的な部分、あるいは予算も含めて総体的な計画性を持った事業の展開を図るように努めて

いきたいというふうに考えています。

○２１番（清成宣明君） 長い年月かかる部分もあろうし、急がなければならん部分もあろう

と思うのですけれども、ひとつ確実に着実にですね。今、これも申し上げていいかどうかわ

かりませんけれども、韓国のお客さんが当初別府に来始めたころ、ホテルの部屋のタオルは

なくなるわ、枕はなくなるわ、あるいは歯ブラシがなくなるわというようなお話を、たぶん

私に限らず皆さん方はあちこちで聞かれたと思うのですね。恐らく今度中国の人たちが来た

ら、たぶんまたそれに類する話も出てくるだろうし、それから留学生、ＡＰＵができるとき

にもいろんな類する話がありました。しかし、落ちついてみればだんだんよくなっていく、

あるいはなれてくるということでありまして、そういうことを気にしてはいけないけれども、

注意深く見守りながら発展的にやっぱりものを考える必要があろうというふうに思います。

ただ、今回、中国に関して言えば、答弁の中にたびたびありましたように、上海の万博で

やったこと、それから向こうの業者さんを集めて領事館から、あるいは組織的にお会いがで

きたという、「人脈を生かして」という言葉が盛んに出たわけですね。これを生かして当然

取り組んでいくのだろうと思うのですけれども、その前に、来年の３月ですか、もう観光船

が入るわけですね。そうすると、皆さんもたぶんテレビでごらんになったことがあると思い

ますけれども、鹿児島や福岡やら、あるいは北海道や、そういうところに一気に船で来る観

光客の皆さんに対する対応ですね。これはもう大変……、トラブルとは言いませんけれども、

いろいろあったようであります。

そうすると、通常の予算の中でこれをこなしていくというのは、ちょっと大変だろうなと

いう気がします。私がテレビで見たのは、鹿児島の天文館の様子をテレビで３０分番組ぐら

いで大変な作業だったということをやっていましたけれども、やはり担当課は、これは市長

にお願いしなければいかんのかと思いますが、従来ある宣伝費あるいはお客様を受け入れる

予算で来年３月の迎える準備をせよというのは、私はこれは無理だと思います。したがって、

緊急予算というのがいいのか、予備費が使えるのかよくわかりませんけれども、まずは視察、

あるいは関係者に会っていろんな話を聞く、あるいは打ち合わせをする、あるいは受け入れ
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の団体、あるいは組織とそういう打ち合わせをしたりするための、これは予算はかなり要る

と私は思うのです。今議会でもたびたび出ていましたように、お願いに行ったり、あるいは

尋ねに行ったりいろんなことをする予算がゼロで、従来の宣伝費あるいは観光予算の中で措

置をするのは、これは無理ではなかろうか。来年５回来る船のお客さんたちの評価が、その

まま別府市の評価につながる可能性が極めて大きいような気が私はしますので、ひょっとし

たら現地の旅行会社、あるいはそういうところまで飛んででも綿密な打ち合わせ、あるいは

受け入れ態勢を一刻も早くつくる努力をすべきでなかろうかというふうに実は思っておりま

す。

もちろんカードのお話とか、いろいろ出てきた話を充実させていくということも大事です

けれども、その辺のことについて、ぜひこれは担当部局の方で検討して、一刻も早い体制づ

くりを、予算も含めてやるべきだと思うのですが、その辺はいかがお考えですか。

○観光まちづくり課長（松永 徹君） お答えいたします。

今回発表されました、今年度から来年度にかけての大型客船の寄港ということです。この

機会というのは、将来につながる絶好の契機ととらえております。しかしながら、不案内な

面も多く、また予算がどの程度という部分に関しても現在詰めておりますが、最終的な数字

は出ておりません。先ほど申し上げました総体的な部分を取りまとめて、早急に取りまとめ

て万全を期して臨みたいというふうに考えております。

○副市長（阿南俊晴君） お答えをいたします。

２１番議員さんには、中国等について旅行エージェント等、認識のある……。今月の６日

に、市長の方が記者会見をさせていただきました。ロイヤル・カリビアンが、来年度５回別

府に入港するという、こういうことで別府に見えていただけるのも一度に１，５００名から

２，０００名の方が見えていただける。これはバス、個人客以上の、別府にとっても大変大

きな誘客でございますので、先ほど議員さんの方から御提言がございました予算面を含めて、

先だって、お昼のニュース、テレビでもございました。鹿児島それから長崎、博多の方でこ

のクルーズが入ったときの対応について、大変な混乱といいますか、なかなかめったにない

ことでございましたので、そういう混乱がございました。それに銀聯（ギンレン）カードを

含めて別府市としての対応策をこれから十分、早急に関係会議を立ち上げていきたいという

ふうに考えております。

○２１番（清成宣明君） ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。

では観光客をお迎えする。今は５回、２，０００人とか１万人。現実的には１年間で今中

国からのお客さんが九千七、八百人、およそ１万人ということですね。やっぱり長期目標も

含めて、政府でさえ何年以内に、現在は６００万人ですけれども、２，０００万人に到達さ

せたい、あるいは２，５００万人に観光客を国外から呼びたいという目標を立ててやってい

るわけですけれども、私は過去も言ったことがありますように、別府市に観光はあっても経

済がないという話をしたことがあるのですが、やはり中国から何年以内には何万人ぐらい呼

ぶぞというぐらいの目標をあらかた立てて、そのためにはどのくらい予算も要るぞというぐ

らいのことはぜひこの際、もうある意味では新しく受け入れをしよう、あるいは中国をター

ゲットにしよう。主に上海を中心にターゲットにしようというのであれば、ぜひそのくらい

の目標人数を立てながら、それに伴う誘致宣伝活動、あるいは必要な予算をこの際組むぐら

いの覚悟でぜひやっていただきたいという、答えがあればあれですけれども、なければこれ

を要望として、そのくらいの気概を持ってぜひ臨んでいただきたいというふうに思います。

次にもう一つは、今度は船の話ですね。別府に寄る中国の旅行関係の人と話をしてみまし

た。

中国人の今の形態は確かに七、八十万円の収入があれば比較的日本に来やすいように緩和

措置がとられて、かなりの人が日本に来るだろう。ただ、しかし基本的に言うとやっぱり旅
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費は安い方がいい、安い方になびくということは、これはもう変わらないのだそうです。そ

の次は何かといったら、食べ物はやっぱりいい物を食べたい、おいしい物が食べたい。それ

からバスで回ったりいろいろするのは、もう安ければ安い方がいい。そして最後は、持って

いるお金、あるいは使えるお金を精いっぱい使って買い物をして帰りたいというのが、今の

中国の人たちは日本に、本当にハイクラスは別にして、そういうことのようであります。し

たがって、それに向けて対応しなければならんということになると、かなりこれはきつい面

もあるのだろうと思うのですけれども、ぜひその辺に配慮して、ただし、かつて我々日本人

が東南アジアやあっちの方に海外旅行したときに、かなり非難を浴びた団体旅行がかなりあ

りました。あるいは一時期、韓国から日本に来る観光客にもそういうことがありましたけれ

ども、徐々に徐々にやっぱりそれは年月がたつに従って、あるいは２回、３回と繰り返して

来てくれるうちに、質が変わるといったら、これは失礼な話ですけれども、マナーも含めて

だんだん個人的に泊まるようになるし、個人で行くようになってくるということのようであ

りますから、片方は長い目で、片方はやらなければならんことをやりながら行かなければな

らんということになろうかと思うので、その辺をやっぱり視野に入れながらぜひ頑張ってい

ただきたい。

国情の違いと言えば、もうこれはどうしようもないのだろうと思うのですね、今のところ。

松永課長以下行かれて、では何で苦労したか、向こうで。２８番議員・浜野先生が、委員長

が「大変だったな」と言うように、あなたたちが夜も寝ずに作業を一生懸命やらなければな

らなかった。これはもう完璧に言ったら、日本では起こり得ないことが起きたからそういう

ことになったのですね、もうあえて余り詳しくは言いませんけれども。日本だったら、そん

なばかな話があるかということが、現実に起きて、その国情の違いを理解すること、あるい

はやることにおいて、皆さん方もふなれで、それでも一生懸命やった結果が、何とかこなせ

たというのが実情だろうと私は思うのですね。

だから、それは今後も起こり得ることだし、そういったときの対処を含めて、これはやっ

ぱりある程度、２年、３年で観光まちづくり課長を中心に職員さんがころころ変わる中で、

変わったら何もわからなかったということのないような、人事に介入するわけでも何でもあ

りませんけれども、そういったやっぱり体制もとって長い目で見ることをやっておかないと、

いつかぽんと。人と人とのつながりというのはそんなものですから、そういうこともあろう

かと思うので、これはしっかりやっぱり対処すべき問題であろうというふうに認識をします

ので、ぜひその辺も、これはだれに言っておけばいいのかよくわかりませんけれども、全員

ひとつ頭に入れておいていただけるとありがたいなという気がいたします。

いま一つは、飛行機の問題です。別府は船から始まります。恐らく個人客あるいは家族客

にあれしますけれども、結果的にはやっぱり飛行機ですね。最近は春秋航空ですか、茨城空

港に来る格安の飛行機。本当かうそかわかりませんけれども、立ったまま飛行機に乗せるの

だという話がありますけれども、現実、不可能ではないかと思いますが、４，０００円で来

るというような話すらできるぐらい、ディスカウントの時代に入っているわけですからね。

やはり私は、もう一方の柱として大分空港、上海を含めた何らかの形で航空路の開設までに

らんだ対応も、この際やっぱり視野に入れて活動していただきたいし、そういう展望を持っ

て作戦を立てていただきたいということを、この航空機の話は出ませんでしたので、あえて

提案をしていきたいと思います。

かつて私は、本会議、ここで申し上げたと思うのですけれども、岡山空港の話をたしかし

たのですが、御記憶ありますかね。この間、ある課長さんと話し、「岡山空港がな」と言っ

たら、「え、岡山に空港があるのですか」と。岡山空港が、やっぱりあるのですよ。我々は

広島空港はもちろん知っていますけれども、岡山にもちゃんと空港があります。岡山空港は、

上海と岡山の間を１日１往復デイリーで１週間ずっとつないでいるんです。余りメジャーな
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空港ではありませんけれども、上海間のちゃんとした空港路線を持っております。たしか私

も何か一般質問のときに申し上げたような記憶があるので、その辺の事情も、では何でそう

なったのかということもしっかり勉強していただいて、将来にわたってはそういう時代が来

るのではないかという予想のもとにやるべきだろうというふうに思うのですけれども、この

辺は何かお考えというか、答弁はありますか。

○観光まちづくり課長（松永 徹君） 航空機、飛行機の件につきましては、御指摘のとおり

だというふうに思っております。この点につきましては、今後、国・県と協議しながら実現

に向けて努力していきたいというふうに思っております。

○２１番（清成宣明君） 大分空港からもデイリーで上海往復便ができるようなことを、今は

夢ですけれども、想定をしながら、岡山空港の例もありますから、ぜひ取り組んでいただき

たいというふうに思います。

それから、また何年かたつうちに順調に今度は中国から観光客の皆さんがお見えになった

り、あるいは船でお着きになったりいろいろするわけでありますけれども、あとは事件・事

故の問題ですね。以前、韓国の方が別府で病気になって、三百何十万か医療費を請求された。

たまたまその方はお金持ちだったから何とかできたけれども、一番困ったのが、病院に入院

してからの通訳の問題だったと。ＡＰＵと契約で、その病院がやってくれたから２週間程度

何とかできたけれどもという、そういったことが現実に今から起きてくると思うんです。医

療と温泉と観光を結びつけること、これは観光で非常にいい話ですけれども、しかし、逆に

言えば病気であるとか事件・事故とか、私が聞いた話では、あるビジネスホテルに中国人の

観光客の団体が泊まったそうです。

この間、上海に行ったときに中国の人に聞きました。ワールドカップの話、野球の話、い

ろいろ聞きました。そうすると向こうの人、これは私が言うのではないですよ、現地の中国

の人が言うのは、中国人は、チームプレーを必要とする競技はだめなのですよ。だから、野

球もサッカーも弱いのです。向こうの人ははっきり、私が言うのではない、向こうの人が言

ったのです。へえ、どうしてですかと言ったら。それはわかるでしょう。みんな個人個人で

そんなチームワークを大切にして、自分が目立たないようなことはしないのが中国人ですと、

これは向こうの人がはっきり言ったわけですから、これはひょっとしてテレビをごらんにな

っている人は、これは私がしっかり聞いた話ですから御紹介しますけれども、今、中国の国

民的な考え方からしたら、自己主張をものすごくされるそうです。同じ団体で来ていても、

何かあったときは本当に言い争いになるのだそうです。たぶんこれは警察が出動したのだろ

うと思うのですけれども、完膚なきまでにぼこぼこにして事件になったのだそうです。その

結果は何だったかといったら、本当にささいな理由だったようですけれども、その後が問題

で、旅行パックで来ていますから、さっさといなくなっちゃった。言葉が通じない、だれに

ホテルの被害を請求したらいいか、壁は壊されて、そのまま、言葉は悪く言えばいなくなっ

た、簡単に言えば。その請求はどこにするのだ。結局現地に団体を運んだバス会社に何とか

してくれという請求が来たんです。八十何万だったようですが、解決できないという。

そんな事態も、マイナス思考ばかりで、私は長い目で見ていい関係をつくって、ぜひお客

さんが来てほしいということですけれども、そういういろんなトラブルが起きていることも

事実のようであります。そういったことも含めてしっかり対処をしていっていただきたいと

いうふうに思っておりますので、これ、そうすると県警あたりも、加えて言えば県警の中に、

別府署に関していえば今後は中国語をしゃべれる警察官を配置してもらうような話をすると

か、ひょっとしたらけがすれば消防の中にもお願いをするとかいった形ぐらいまで想定をし

て、長い目で見て着実にひとつ進んでいただきたいなというふうに思うのですけれども、余

り急には答えられんですけれども、何か課長、言うことがあればお答えをください。

○ＯＮＳＥＮツーリズム部長（清末広己君） ありがとうございます。受け入れ態勢につきま
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しては、旅館ホテル組合それから観光協会等と十分協議をしながら整えていきたい。

先ほど、中国語を話せる警察官。私の知り合いが、今、別府署に１人おります。中国語専

門の話せる警察官が１人おります。今後とも警察とか病院、そういうところと連絡をとりな

がら受け入れ態勢を整えていきたい、そのように考えております。

○２１番（清成宣明君） まだ先の話ですけれども、１人の人が２４時間３６５日体制で、夜

中に呼ばれて、正直言って無理だと思うのですよ。だから、何年かかけてそういう体制もつ

くるということも頭に入れておいていただきたいというふうに思います。

それから、もう一つ聞いた話です。これは市長と若干話をしたと思うのですけれども、鉄

輪のあそこに烟台からも八福神の銅像がある。あれは中国の方はものすごく喜んでよく写真

を撮って帰るそうですね。それは向こうの方も言っていました。それから、郭沫若の書、あ

るいはその遺跡ですか。やっぱり我々もひょっとしたらどこか行ったときに、 「おお、こ

れ」ということがあるかもしれない。だから、そういう、孫文の話もここで私はしたような

気もするし聞いたような気もするのですが、そういった別府市と中国のかつての歴史を持つ

人たちとのそういったことを、ぜひこの際発掘をしていただいて紹介ができるように、その

辺のこともぜひ配慮していただきたいなと思うのですが、それはいかがでしょう。

○観光まちづくり課長（松永 徹君） お答えいたします。

そういった部分に関しまして、改めて調査・整理し、そういうような形でできますようＰ

Ｒしていきたいというふうに考えております。

○２１番（清成宣明君） ぜひ。結果的に私は落ち穂拾いみたいな感じですから、できるだけ

重複をしないように、気がついた分で質問をさせていただきました。

最後に市長、１個だけ。これはどういうふうに解釈していいか、私と市長の話を皆さんに

紹介しようと思うのですけれども、上海の万博で日本館に行きました。案内をしていただい

て４５分から５０分して終わって出ましたね。市長は、議員さん、もう出口ですかねと、私

に言ったのですね。思い出しましたか。私も、こうのぞきながら、もう出口ですねという話

をしました。そのとき、私と市長の胸の内は、５時間も６時間も並んで、中国の人が、５時

間、６時間も日本館に入るために並んでいた。我々が見たその内容からして、これは中国の

人が怒らんのが不思議だなという感覚で実は２人で会話をしたのですがね。 ところが、出

てくるお客さんたちは、普通言葉がわからなくても、よかったか悪かったか、おもしろかっ

たかおもしろくなかったかぐらいの感情が見えますわね。ところが、比較的皆さん冷静に出

てきている。後で、これは不思議なことだなと。あのときは長野議員も浜野先生も一緒だっ

たと思うのですが、そんな感じがしましたですね。

内容は何だったかといったら、行かれてない方にお話をしますけれども、まぼろしのいわ

ゆる絶滅危惧種のトキですね、トキの羽が飛んでいくのですね、舞台の上を。舞台の上とい

うか、映像。これが物語風に語られていて、２カ所ともそうですね。１カ所は、優秀な日本

のロボットがバイオリンを弾く。これが約３分間あります。それからもう一つは、三輪車の
－－最先端の－－中国人の男の子が歌を歌う。バックは本当にきれいな絵が、映像が流れて

いる。あるところは最先端技術を紹介するパネルがずっとあって、歩いて行く。簡単に言え

ばこんな内容だったのですね。市長と２人で、時間が５時間、６時間待ちでこの程度で怒ら

んかなというのを実は感じたのです。

あの後、私は中国の人に、いろいろ通訳さんに聞きました。日本に帰ってからも中国の人

に聞きました。日本館は３番目の評判だった。１番が中国館、２番目がサウジアラビア館、

３番目が日本館だと。どこがいいのだというふうに聞いたら、日本館はすばらしいと彼らは

みんな言うのです。ちょっと我々はわからなくなりましたけれども、じっくり聞いてわかり

ました。

それはなぜかといったら、行った人はわかると思いますが、上海のビルの上から半分ぐら
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いは黄砂で曇っている。上から見てあの大きい川が全部、言葉を悪く言えばどぶ川。小さい

川は流れていないとぶ川。山は、見渡す限り大陸ですからありません。そんな毎日を過ごし

ているから、日本に、あの映像に出てくる姿と最先端の技術は、中国の人にとってはものす

ごく新鮮だ。だから、こっちにいる中国人の人に聞きますと、別府に来て空に向けてカメラ

を構えている人は、みんな中国人ですよ。中国人の観光客は、空を撮る。だから青い海と青

い空、豊かな緑ときれいなせせらぎと、そしてそれに出てきた桜の花であるとか富士山であ

るとか、本当にきれいな日本の自然が、彼らにとってはすばらしいということが、十数回上

海に行っている私が、初めてそうだったのかというふうに理解をしたわけです。

これはたぶん、市長どうですか、同じ気持ちでしょうか。うなずいておられますから……。

そうすると、今後の中国人の人たちを迎える迎え方としては、やはりそういったところを大

事にした観光に取り組んでいかないと、ありきたりの、ただ見せればいいだろうというもの

とは随分変わった観光を彼らは期待しているということが、こちらにおる中国人の人たちの

意見です。これは恐らく、ＡＰＵの学生さんたちも同じ気持ちなのだろうと思います。何人

か聞いてみました。本当に日本はすばらしい、別府はきれいだということを聞きましたので、

これこそ本当に、その上に温泉があるわけですから、きょうからぜひ、私の言ったことがす

べてではありませんけれども、５時間、６時間待ちをして怒らない中国人を、ひとつ忍耐強

さとともに彼らはそれを感じているというこの感じ方をぜひ大事にしていただけたらありが

たいなと思うのですが、市長、何か感想があれば。

○市長（浜田 博君） 時間を十分いただく中で答弁をさせていただきます。ありがとうござ

います。（笑声）

まずは本当、お礼を申し上げたいと思います。今回の上海万博観光宣伝隊の中に、まさに

議員の皆さんがたくさん参加をいただいて御支援をいただいたこと、観光客誘致に対する、

また具体的な今回の議会でもたくさんの提案をいただきまして、本当にありがとうございま

した。

あわせて、今回の上海万博は、観光宣伝隊、観光協会、商工会議所の女性会、あらゆる経

済界の皆さんも一緒になって頑張っていただきました。とりわけ私が報告したいのは、ＡＰ

Ｕ、さらには別府大学の上海出身のいわゆる卒業生の皆さんが、一緒になって浴衣ショーに

参加いただいたり、そういう中で別府をふるさととしている。別府の４年間の学生生活が本

当に楽しかった、よかった。別府はすばらしいところですよということを上海語で直接あの

舞台上から宣伝をしている姿を見て、本当に感動いたしました。とりわけ浴衣ショーと別に

御紹介しますが、津軽三味線日本一の鈴木さんのお話は、新聞紙上で御案内のとおりですが、

あの方は名古屋出身なのですね。そしてＡＰＵに学んで、中国語専門で卒業していますから、

中国語がぺらぺら。さらには別府大好き、また鉄輪が大好きになって、今、鉄輪にもう住ん

でいただいているのですね。その方が、あの舞台の中で１日４回の浴衣ショーと交互の舞台

の上で津軽三味線を弾きながら中国語で、司会者は別府大学卒業生の何言 さん、別府市の

国際交流員でおられた方、あの人がわざわざ東京から帰って中国語の司会をしていただいて

いたのですが、その司会者なしで、自分が別府のよさを中国語でしゃべりながら津軽三味線

の弾き語りをやっていただいた。あの姿を見たときに本当に、もうふるさとといえば別府出

身だよ、ＡＰＵだよ、別府にＡＰＵがあるのだよということも含めて中国に宣伝をいただい

た姿を、本当に見ながら涙の出る思いでございました。

その後、彼女が、また一つうれしいことは、市長室に訪問いただいて、もう何度目かにな

るのですが、実は市長に報告があります。そのことは、彼女は毎日練習はするのですね。日

本一というのはすごいなという感じがしていたのですが、練習し過ぎて靱帯を傷めた。その

ときに鉄輪の温泉でちょっと練習を休んでずっとその温泉で、靱帯が病院に行かずに治った

のですよ。
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このことを市長、温泉の効能ということを医療観光でこれからやってくださいよという、

自分が証明しますということを提言いただいたことを私も感動しました。別府の宣伝をいた

だいたことにもありがたく思っていたのですが、みずからそういう体験をしながら靱帯が治

った。温泉の効能があるのだよ。当然今、硼素（ほうそ）、弗素（ふっそ）の問題でいろん

なことで温泉所在都市としては、いろんな問題を国にぶつけていますが、害があるのではな

くて、温泉は効能があるのだよ。医療と観光、健康、こういったものをしっかり結びつける、

医療観光に結びつける大きな宿題、宿題というか課題、宝をいただいたなという思いでおり

ます。

余談になりましたが、そういう皆さんの思い、卒業生の皆さんが別府の観光宣伝隊の一員

と同じ気持ちになって、舞台上から汗をかきながら一生懸命やっていただいた姿、本当に感

謝を申し上げたいと思います。

さらに、先ほどの日本館を見た感想の中で、議員と確かに、えっ、もうこれで出ちゃうの。

これが５時間も６時間も待って入って満足なのかなというお話をしたことは間違いありませ

ん。

しかし、後でいろいろ反応を聞いててみますと、日本館に対する、日本に対する関心の深

さというのは、興味というのはすごいものだなということを思いました。やっぱりニーズが

違うのですね。やっぱりショッピングというのは確かに１位でした。しかし、２番手に温泉

があったのですよ、中国の皆さんの。温泉に魅力を感じる。だから、私が今回行ったのは、

別府ウィークで１週間いただいた中の宿題には、全国の温泉所在都市ベスト２０の地図を大

きく会場に出していただきました。これは、大分県では湯布院と別府温泉しかありません。

登別温泉から熱海温泉から指宿温泉まで、全国２０のベストが地図に載っていました。これ

を代表して、日本は温泉国だよ。このことを宣伝しなさいという思いで観光庁長官からもし

っかりその思いを受けていましたから、そういう思いで温泉を宣伝したつもりですが、その

中でまさに２番目が、中国の皆さんは温泉に対する興味、これがあるということですから、

別府に今度入って来る上海からのお客さんは何が目的なのか。そして私たちは、おもてなし

として何を与えたらいいのか。このことを今、御提言いただいた、数々の御提言を参考にし

ながら、しっかりとした受け入れ態勢をつくっていきたい、このように思っています。御提

言ありがとうございました。

○２１番（清成宣明君） 私は、市長は２６分間感想を述べるかと思って、ちょっとびっくり

しましたけれども、同じ感想で、ありがとうございました。

私からも１個だけ報告、市長も気がついたと思いますが、日本館の受付に、私が議長時代

に国際交流にいた王丹ちゃん、「ちゃん」と言っていいのかどうかわかりません。彼女は２

７歳に。向こうが手を振ってくれて、今ここにいるのですよ。１０月にここが終わったら、

大連に行って結婚をしますという報告がありました。たぶん市役所の中にも彼女を知ってい

る人がたくさんいると思いますけれども、日本に行ってよかったです。別府に行ってよかっ

たですということを、日本館の受付で会って聞いたときに、ああ、よかったなというふうに

思った次第であります。

以上で１番の観光行政について、落ち穂拾いを終わろうと思います。

続いて、２番の行政事務のあり方について。

これ、もう皆さん、あと５分で終わりますから、もうしばらく御辛抱ください。

これは、７番議員さんがもう大半を言ってくれました。ほぼ趣旨は一緒です。私が一つだ

け申し上げたいのは、最近、職員の皆さんで病気であるとか、病んでおられる方が本当に多

いような気がします。それから、やる気のある職員さん、やる気のない職員さん、いろいろ

うわさを聞いたりするのでありますけれども、要はこれは、また次回やろうと思いますので、

もう要旨だけ述べますが、事務事業量の見直しを今やっています。その中で、市長、やはり
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これは将来にわたって、こういう時代ですから、総人件費抑制ということはもう曲げられま

せん、たぶん。しかし、政府の見直しや、あるいは権限移譲や、そういったことでいろんな

事務事業量、もうめちゃくちゃふえていて、こなせない状態がいっぱいあるのだろうと私は

思うのですね。

だから、見直しは見直しとして必要ですけれども、そこにはやっぱり１０年先、２０年先

を見越した人事戦略といいますか、かつて私、ここで申し上げたと思うのですけれども、最

終的に５０何歳になって、全く今まで自分がやってきたところと経験の違うところにぼんと

人事配置になった。さあ、さてどうしたものかという職員さんも含めて、いろんな職員さん

がたぶんおると思うのです。

だから、７番議員さんがおっしゃったこととちょっと重複しますけれども、やっぱり３０

半ばぐらいまで何とか２年３年で交代をして、それから先はやっぱりある程度絞った、この

部ですよ、このあれですよという形で、最終的には自分がやってきた中で最後はこの部、あ

るいはこの課なのだというぐらいの人材育成をやりながら、職員として働いてもらう。やっ

ぱり市民から見れば、臨時の方も嘱託の方も職員さんも、皆一緒なのです。みんなプロだと

思って尋ねてきます。それは出張所も皆一緒ですよ。そうすると、１回１回本庁に聞かなけ

ればならんとか、いろんな事情がもう、今日は詳しく述べませんけれども、現実は起きてい

ます。だから、そういった面ではやっぱり何年か先を見越した、あるいは１０年先まで見越

した、今度、消防は１０人ほど新規採用するとか、これは団塊の世代からのつながりの中で

なってくるわけでしょうけれども、そういった形を想定した、やっぱり採用を含めて人事戦

略、人材育成をぜひ心がけていかないと、５年先にひょっとしたら役所が動けない。組織と

して動けない、人間として動けない、人材としてないという時代が来るような危惧を私は少

し持っています。

だから、それは７番議員もおっしゃっていましたし、加藤議員も何か話をしたような気が

するのですけれども、どうぞ間違いのない戦略を、ここで本当にこの事務事業量の見直しと

同時に、戦略的に立てていただいて次の世代に渡せるように、ぜひ考えていただけたらあり

がたいな。これは部局は違いますけれども、教育委員会も含めて一緒だろうと思います。ぜ

ひそのことをきょうはお願いして、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。

○議長（野口哲男君） これをもって、一般質問を終結いたします。

次に、日程第２により、議第７５号平成２１年度別府市一般会計歳入歳出決算及び平成２

１年度別府市各特別会計歳入歳出決算の認定についてを上程議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

（市長・浜田 博君登壇）

○市長（浜田 博君） ただいま上程されました議第７５号は、平成２１年度別府市一般会計

歳入歳出決算及び平成２１年度別府市各特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。

何とぞ御審議の上、よろしくお願いをいたします。

○議長（野口哲男君） 次に、監査委員から、各会計決算に対する審査意見の報告を求めます。

（監査委員・櫻井美也子君登壇）

○監査委員（櫻井美也子君） ただいま上程されました議第７５号平成２１年度別府市一般会

計、各特別会計の決算につきまして、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき審査いた

しましたので、その結果について御報告申し上げます。

平成２１年度の一般会計及び各特別会計の総計決算は、歳入８４８億２，５５４万５，０

００円、歳出８３９億３，９３６万１，０００円で決算されております。一般会計、各特別

会計相互間で行われた繰入金・繰出金を控除いたしました純計決算額では、歳入８１４億６

１８万円、歳出８０５億１，９９９万６，０００円で、歳入歳出差引額は８億８，６１８万
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４，０００円の黒字決算となっております。

なお、この純計決算額を前年度と比較いたしますと、歳入は０．４％、歳出は０．６％増

加いたしております。

次に、歳入歳出差引額から翌年度繰り越し事業に係る繰り越し財源を差し引いた実質収支

について見ますと、一般会計及び特別会計の実質収支の総額は６億５，９８２万４，０００

円の黒字となっております。内訳は、一般会計では５億３，２３３万円、特別会計では１億

２，７４９万４，０００円の黒字となっております。本年度の実質収支から前年度の実質収

支を差し引いた単年度収支は、１億３，５６０万２，０００円の赤字となっております。

次に、地方財政統計上、統一的に用いられる平成２１年度普通会計における財政指標を前

年度と比較しますと、経常一般財源等比率は９４．２％で２．２ポイント、財政力指数は０．

６４１で０．００６ポイント下降しておりますが、経常収支比率は９４．９％で０．６ポイ

ント改善されております。しかし、平成２０年度の財政指標を類似団体平均と比較しますと

下回っている財政指標もあることから、今後とも各種財政指標に意を払い、長期的視点に立

った財政運営に努めていただきたいと思います。

以上、決算審査の内容につきまして概略を申し上げましたが、今後の行財政運営に当たっ

ては、国の政策が地方分権から地方主権へと大きく変化する中、地方財政を取り巻く環境は

一段と厳しさを増しており、財政の健全化に対する不断の努力が求められており、別府市に

おいても地方税などの一般財源の大きな伸びが見込めない状況のもと、多様な要望にこたえ、

市民の福祉の向上を図っていくためには、財政の健全化が求められています。別府市集中改

革プランやインターネット購買の実施などで一定の成果を上げていますが、今後も社会保障

関係経費や広域市町村圏事務組合の負担金、公債費など財政需要の増加が予想されることか

ら、予算の効率的な執行と財源の確保、市税徴収率の向上や収入未済額の縮減に一層の努力

を払うとともに、限られた財源の効果的な活用と徹底した歳出の削減に取り組み、今後も中

・長期的な視点に立った健全な財政運営を期待するものであります。

終わりに、審査に付された決算諸表は、関係法令の規定に準拠して調整され、その計数は

関係諸帳簿及び証拠書類と正確に符合し、適正なものと認められたところであります。

平成２１年度決算の内容等詳細につきましては、お手元に配付いたしております「決算審意

見書」により御了承賜りたいと存じます。

以上、簡単ではありますが、決算審査の結果についての御報告といたします。

○議長（野口哲男君） 以上で、議第７５号に対する提案理由の説明及び各会計決算に対する

審査意見の報告は終わりました。

これより、質疑を行います。（「動議」と呼ぶ者あり）

○１２番（吉冨英三郎君） 私は、この際、特別委員会設置に関する動議を提出いたします。

上程中の議第７５号決算認定議案については、その内容が広範多岐にわたるところから、

質疑を終結し、決算特別委員会を設置の上、これに付託し、重点的に審査を行うこと、また、

その委員の数については、委員会機能の強化を図るため１４名とし、人選については議長に

一任することの動議を提出いたします。（「賛成」と呼ぶ者あり）

○議長（野口哲男君） ただいま、１２番吉冨英三郎君から、議第７５号決算認定議案は、そ

の内容が広範多岐にわたるところから、質疑を終結し、決算特別委員会を設置の上、これに

付託し、重点的に審査を行うこと、また、その委員の数については、委員会機能の強化を図

るため１４名とし、人選については議長に一任する旨の動議が提出され、所定の賛成者があ

りますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。

お諮りいたします。本動議のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口哲男君） 御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会を設置の上、これに
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審査を付託することに決定しました。

また、議長に一任されました決算特別委員会の委員は、

１番 穴井 宏二君

２番 加藤 信康君

３番 原田 孝司君

４番 荒金 卓雄君

５番 松川 章三君

６番 乙咩 千代子君

７番 長野 恭紘君

１０番 萩野 忠好君

１１番 猿渡 久子君

１２番 吉冨 英三郎君

１３番 黒木 愛一郎君

１４番 平野 文活君

１５番 松川 峰生君

２９番 首藤 正君

以上１４名の方々を御指名いたします。

お諮りいたします。ただいま指名をいたしました方々を決算特別委員会委員に選任するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口哲男君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議長において指名いたしま

した方々を決算特別委員会委員に選任することに決定しました。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

あす１１日から１６日までの６日間は、休日及び委員会審査等のため本会議を休会とし、

次の本会議は、１７日定刻から開会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口哲男君） 御異議なしと認めます。よって、あす１１日から１６日までの６日間

は、休日及び委員会審査等のため本会議を休会とし、次の本会議は、１７日定刻から開会い

たします。

本日は、これをもって散会いたします。

午後２時５６分 散会
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